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第２回 保育・雇用ワーキング・グループ 

議事概要 

 

 

１．日時：平成29年10月６日（金）13:29～15:42 

２．場所：合同庁舎４号館12階共用1214特別会議室 

３．出席者： 

（委 員）安念潤司（座長）、森下竜一（座長代理）、大田弘子（議長）、八代尚宏 

（専門委員）池本美香 

（政 府）前川内閣府審議官 

（事務局）田和室長、窪田次長、林次長、福島次長、佐藤参事官 

（説明者）文部科学省初等中等教育局幼児教育課幼児教育企画官    日野力 

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課課長補佐   時枝正和 

株式会社ニチイ学館執行役員保育事業本部本部長      鈴木伸一 

株式会社ニチイ学館保育事業本部保育事業部事業推進課係長 大山啓 

ライク株式会社取締役経営管理部長            我堂佳世 

ライクアカデミー株式会社取締役営業部長 兼 運営部長  田中浩一 

ライクアカデミー株式会社営業部副部長          野間口玄樹 

ライクアカデミー株式会社運営部副部長          兼本智幸 

４．議題： 

（開会） 

１．保育に関するヒアリング 

（閉会） 

 

５．議事概要： 

○佐藤参事官 それでは、皆さん、おそろいのようでございますので、第２回「規制改革

推進会議 保育・雇用ワーキング・グループ」を開催いたします。 

 本日より、専門委員として新たに日本総合研究所調査部主任研究員の池本さんが任命さ

れております。 

 また、本日は、飯田委員、島田専門委員は御欠席です。なお、大田議長は14時20分ごろ

から御参加される予定です。 

 本日の議題は「保育に関するヒアリング」についてでございます。 

 報道関係者の方がいらっしゃいましたら、こちらで退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○佐藤参事官 それでは、以後の議事の進行につきましては、安念先生、よろしくお願い

いたします。 
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○安念座長 どうもありがとうございました。 

 今、御紹介がありましたように、本日から池本先生に専門委員として加わっていただく

ことになりました。どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 ついでに申しますと、当ワーキングは、保育・雇用となっておりまして、雇用の方にも

出ていただかなければなりませんので、その点、お間違いのないように、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、早速、議事に入ります。 

 待機児童解消に資する取り組みの現状について、資料１に基づいて、文部科学省さんか

ら御説明いただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○日野企画官 文部科学省でございます。 

 お手元の資料１をごらんいただければと思います。おめくりいただきまして、まず、幼

稚園における待機児童の受け入れの関係について、私の方から御説明をさせていただきま

す。 

 幼稚園が０歳～５歳の待機児童を受け入れる方策の１つとして、認定こども園に移行す

るという仕組みがございます。幼稚園は、３歳～５歳の子供を受け入れる教育機関でござ

いますが、認定こども園は、幼稚園児に加えて０～５歳の保育の必要な子供を受け入れる

という施設でございます。 

 現在、認定こども園への移行というものが着実に進んでおりまして、人数ベース、推計

ベースでございますけれども、０～５歳の保育の必要な子供ですが、幼稚園から認定こど

も園に移行することによって、これまで約17万人の保育の受け皿を確保してきたところで

ございます。 

 認定こども園数が、現在、5,081ございまして、そのうち約４割が幼稚園から幼稚園型の

認定こども園、幼保連携型の認定こども園に移行したものでございます。 

 ２つ目のポツでございますけれども、一方で幼稚園児３歳～５歳の子供たちも、実を言

いますと、お母さん方が職を持っているケースというものが結構ございまして、平成21年

の調査ですと、大体４割ぐらいのお母さん方が職を持っていらっしゃるということがござ

います。 

 ですので、幼稚園児も長時間預かるということが必要になってきております。そういっ

た施策も進めておりまして、今、私立の95％が早朝と夕方に預かり保育をやっている。そ

ういったことで、３歳以上の待機児童の抑制・減少に寄与をしてきているところでござい

ます。 

 直近の待機児童の状況でございますが、先日、厚労省の方から説明があったと思います

が、今、２万6,000人ほどいらっしゃるということになっています。 

 そのうち１、２歳児が大体７割強を占めております。１万8,000人ほどということでござ

います。今年の10月から育休が最長２年ということになりましたので、幼稚園といたしま
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しては、２歳児のところを中心に待機児童の受け入れを一層推進していきたいと考えてお

ります。 

 幼稚園につきましては、下の囲いにありますけれども「これまで培ってきた実績・知見」

と書いてありますが、例えば、幼稚園も親子登園とか、あとはお試し保育といいますか、

入園する前のプレ保育みたいな形で、２歳児を受け入れてきているという実績がございま

す。 

 一方で、０歳、１歳とかになりますと、幼稚園が普段受け入れている３歳～５歳とはか

なり異なるということもございますので、関係団体とかとも調整しながら、まずは２歳の

ところを中心に進めていってはどうかということで、今回、子育て安心プランに入れ込ま

せていただいたところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、「子育て安心プランの記載」の部分でございます。（１）

～（３）、３つほどございます。 

 （１）は、一時預かり事業というものを活用した２歳児の受け入れの推進ということで

ございますが、今、一時預かり事業の幼稚園型というものがございまして、これは、主と

して在園児を対象にしているのですけれども、これを在園児ではない２歳の子供まで拡大

をして、保育が必要となる２歳児を定期的に預かる仕組みを創設するということを来年度

予算の概算要求に、今、盛り込ませていただいているところでございます。 

 ２点目、（２）のところでございます。これは、一時預かりという形ではなくて、幼稚

園から認定こども園に移行する際などの話ですが、通常０～５歳という形になりますけれ

ども、これを０～２歳全部を相手にするのではなくて２歳だけでもいいですという形で、

２歳～５歳を対象にした認定こども園も可能ですとか、あと、小規模保育事業、これは０

～３歳未満が対象になりますけれども、これも２歳児のみでオーケーですとか、そういっ

た形で受け入れが可能であることを明確化したり、あと、開所日数です。例えば、土曜日

はあけないとか、開所時間、通常は11時間ぐらいになりますけれども、９時間とか10時間

でも地域の実情によってオーケーですとか、そういったものを各自治体にお示しをして、

２歳児の受け入れ促進を図っているところでございます。 

 こちらにつきましては、今年の６月に既に通知を発出させていただいているところでご

ざいます。 

 「（３）預かり保育の長時間化・通年化の推進」でございますが、これは、３歳～５歳

児のところにつきまして、より一層長い時間、あと、夏休みとか春休みとか、そういった

長期休業中も受け入れが進むように、推進するための方策を概算要求の中で検討していき

たいと考えております。 

 そういった取り組みをしていただける幼稚園につきましては、例えば、面積要件である

とか、あとは定員超過の取扱いにつきまして、柔軟な取扱いをしていただくように自治体

に、また、通知を発出しているところでございます。 

 ３ページ、こちらが受け入れイメージのポンチ絵でございますけれども、真ん中のとこ
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ろに括弧で「幼稚園接続保育」というものがございますが、ここの部分を今回、より重点

的に拡充していって、２歳児の受け入れに貢献をしていきたいという概念図でございます。 

 ４枚目が一時預かり事業、これまでの施策の概要をお示ししております。こちらは御参

考でございます。 

 ５ページは、先ほど少し申し上げた面積基準の緩和であったり、定員超過の取扱いの柔

軟化につきましての基本的な考え方をお示しした資料でございます。 

 最後６ページ、幼稚園の２歳児を受け入れる関係ですけれども、幼稚園は、これまで３

歳～５歳を基本受け入れてきましたので、２歳の受け入れにつきましても、若干不安な声

も出てきたりしております。 

 ですので、先駆的に２歳児の受け入れを行っているような幼稚園の好事例を集めたり、

効果であったり、留意点であったり、そういったものを調査研究するための事業を概算要

求に盛り込ませていただいております。予算がついたらという話でございますが、こうい

ったものも通じて２歳児の受け入れ推進に努めてまいりたいと思います。 

○時枝課長補佐 続きまして、余裕教室等の保育所への活用につきまして、文部科学省の

施設助成課から御説明をさせていただきます。 

 余裕教室の保育所への活用、文部科学省は、大きく待機児童対策というのを土地確保の

問題と保育士、人の確保の問題とあると思いますけれども、土地の確保という観点から学

校という場を活用して、厚労省さんとも連携をしまして待機児童対策を推進できないかと

いう施策でございます。 

 ８ページ、余裕教室の定義でございますが、一番上に書かれているとおりでございます。 

 現在、普通教室として使われておらず、かつ、学区域の児童数を見たときに、今後５年

間は少なくともホームルームとしては使わないだろうという教室のことを余裕教室と定義

させていただいております。 

 １．でございますが、活用の現状でございます。まず、前提としまして、公立小中学校

の施設というのは、基本的に設置する市区町村さんの財産でございます。そのため、その

活用方法については、当然ながら市区町村さんが決定するものでございまして、そこに文

部科学省としての一切の規制をかけているということはございません。当然、消防法であ

るとか、建築基準法とか、そういったものはかかってくるかと思いますけれども、余裕教

室の活用についての規制はございません。 

 現在、小中学校の余裕教室で保育所に転用しているものは、最新の調査では63室ござい

ます。 

 ちなみに、今回、余裕教室への転用について御説明せよということなので、今、この数

字を持ってきておりますけれども、こちらはもともと小中学校として建築された学校の教

室があいたので保育所に転用した数でございます。 

 最近では、なかなか土地不足が進んでおりますので、小中学校を新築する際に、もとも

と保育所をビルトインするものも結構ございます。そういったものを合わせると113とい



5 

 

う数字になります。今回の件とは違いますので、資料には記載しておりませんが、そうい

う形でも厚労省さんと連携して保育所の土地の確保ということを進めさせていただいてご

ざいます。 

 今回、子育て安心プランにおける記載について説明せよということで事務局から御指示

を頂きましたけれども、子育て安心プランにおける記載は、枠囲みの中に書いてあるとお

りでございまして、余裕教室等の活用、文部科学省から各自治体、教育委員会に対し、自

治体の保育部局への余裕教室に関する情報提供や連携・協力について依頼するというのが

子育て安心プランに書かれている内容でございます。 

 こちらは、我々と厚労省さんと一緒になって土地の確保をしようということで考えてい

る際に、学校の管理をしているのは自治体さんの中でも教育部局でございます。 

 一方で、保育所をつくろうと検討するのは、自治体さんの中で保育部局になりますので、

この中でも縦割りということが自治体さんによっては当然起こり得るということでござい

ます。 

 文部科学省の方からは、教育部局、学校施設を管理している部局に対して、余裕教室が

ありましたら、しっかりと保育部局に情報を公開してくださいと。そして、福祉部局から

の依頼がありましたら、それに積極的に対応して、学校の余裕教室を保育所として使えな

いかどうかということをきちんと検討してくださいという通知を出しまして、かつ、私ど

もの方で毎年47都道府県回って、各市町村さんに学校施設関係で要請する機会がございま

すので、それで基本的にはほぼ全国全ての市区町村さんに、こういったことを御依頼して

いるということでございます。 

 また、今、我々の取り組みだけ資料に書いてございますけれども、我々の通知あるいは

要請を受けまして厚労省さんの方で更に福祉部局の方に、文科省から教育部局に対してこ

ういう通知が行っているから、これをもとに教育部局に福祉部局は迫ってくださいという

ことを厚労省さんから各自治体さんの保育部局に御依頼をしていると、そういう形で厚労

省さんと連携させていただいているところでございます。 

 子育て安心プランの記載は以上でございますが、次のページ、余裕教室の活用促進に向

けて、これまで以下のような取り組みを行ってございます。 

 １ポツ目「余裕教室の有効活用」、優れた活用の事例です。文部科学省のスタンスとし

ましては、もちろん必ずしも保育所だけではなく、せっかくの有効資産ですからいろんな

形で使っていただきたいと思っていますので、１ポツ目に関しては、保育所以外のものも

含まれたパンフレットでございます。 

 ２ポツ目は、保育所だけに特化した好事例あるいはこういうところが課題になってくる

ので、こういうところを気をつけてくださいといったようなことを、好事例あるいは注意

すべき点とかを集めたパンフレットをつくったりとか、あるいは実態調査をして、それを

もとに自治体さんに御依頼をするといったような取り組みをしてございます。 

 10ページ、こちらは御参考でございますが、そうは言っても63は少ないのではないかと
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思われることもあるかと思いますけれども、我々として今、課題として思っていることを

挙げさせていただいております。 

 待機児童が多い地域は、小中学生も当然ながらふえているという状況でございます。そ

のため、余裕教室があるところというのは、そもそも待機児童がいないというところでご

ざいます。表１にあるとおりでございますけれども、東京都の中で待機児童数が多いトッ

プ５を挙げさせていただいておりますが、余裕教室はなかなか少ない。あるいは学校に１

個、２個あいているからといって、１個、２個では保育所にはならないので、やはり、５

個、10個あかないので保育所にはならないので、そういった点でなかなか転用できるだけ

の需要があるところに供給がないということは、やはり大きな課題かと思っております。 

 これは、全国どこでもそういう状況なので、そうは言っても転用できるところは、是非

積極的にやってもらいたいと思っていますし、厚労省さんと、これまでも連携してやって

おりますが、なかなか数値としてインパクトのある保育所の増加には、この施策は、なか

なかつながるわけではないのだろうということで、一方で現状認識しているところでござ

います。 

 ２ポツ目、保育所に転用するための改修工事費、右側の図１で書いているとおり、結構

なお値段がかかりまして、平均で4,500万円ぐらいの改修工事費がかかっているという状

況でございます。 

 これで、保育所に一回転用したけれども、やはり生徒さんがふえたので教室に戻したい

というときに、また同じだけの金額がかかるというのはばかばかしいということで、その

リスクを踏むよりは、一番下のポツでございますけれども、保育のニーズがあるというこ

とは、小１の壁でございますけれども、学童保育のニーズも当然高いという状況でござい

ます。ですので、保育所に転用するよりも、まずは学童保育に転用するというのは、自治

体さんの判断で大きくございます。学童保育ですと、改修費がほとんどかからないので、

実際に保育所よりも学童保育に転用するケースが非常に多いというのが現状でございます。 

 こういった課題として書かせていただきましたけれども、なかなかインパクトのある対

策にはならないとは承知しておりますが、引き続き厚労省さんと連携しまして、保育所の

土地確保というところで協力をさせていただきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○安念座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、討論に入りたいと思います。どうぞ、どなたからでも結構でございます。 

 何かありましたら、どうぞ。 

○池本専門委員 質問で、全く問題からそれて申し訳ないのですけれども、学童保育であ

れば、まず、そもそも空き教室ではなくても、小学生が授業を終えたその教室をそのまま

使うということも可能だと思うのですが、それは法律上というか、例えば、机を端に寄せ

て学童のスペースとして使うということは可能なのでしょうか。 

○時枝課長補佐 もちろん可能でございますけれども、教室の後ろに全部寄せるだけでは、
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スペースとしては少しきついかなと現実的には思いますけれども、何か規制があるわけで

はございません。通常は、別のところを使われるのが一般的だというだけです。 

○池本専門委員 あと、実際にそういうことをやっている自治体をどこか御存じですか。

その子たちが利用している教室を放課後や休み中に使うという例が、もし、あれば教えて

いただきたい。 

○時枝課長補佐 すみません。現時点では、私が存じ上げているものがありませんので、

また、後ほど事務局を通して御回答させていただければと思います。 

○池本専門委員 ありがとうございます。 

○安念座長 よろしくお願いします。 

 ほかにいかがですか。 

 森下先生、どうぞ。 

○森下座長代理 ５ページのところなのですけれども、認可定員のところというのが、あ

る意味、今あるわけだから一番効果があると思うのです。 

 だけれども、これはいつも話に出ますけれども、都道府県を介してやるということは、

なかなかそこから先、思ったように効果が出ないというのが通常のパターンというか、か

なり地方自治のところに阻まれているところが、結構この問題というのはあると思うので

すが、具体的に、積極的に行った結果、どれぐらいふえているのかという数字あるいはそ

の数字を見て、もし、駄目であれば、何か積極的に更に推進するような方策として、次の

矢があるかどうかというのはいかがなのですかね。言っただけで終わるというのだと、こ

の問題は、いつまでたっても解決しないと思うので、具体的なアクションをお聞きしたい

と思います。 

○日野企画官 今年の６月28日の事務連絡の中で、この話をさせていただいたところでご

ざいます。 

 自治体からは、当然問合わせが来ているのですけれども、当然自治体だけではなくて、

あとは、事業者さんの方がやってくださるかどうかというものがございます。 

 事業者さんの方は、２ページに飛んでいただきまして、ここには一時預かり事業の幼稚

園型というのが（１）番にございますけれども、これは、よく報道されている幼稚園で２

歳児受け入れと出ている記事が、多分、この事業を指しているのですが、この事業自体は、

実を言いますと、概算要求で、今、事項要求という形になっていますけれども要求をして

いて、これから補助額がどれくらいになるとか、基準がどうなるのかというのが決まって

いきますので、多分（１）番と（２）番とかをにらみながら、事業者さんなり自治体は判

断をしていくと思うので、実際に効果が出てくるというのは、やはり、もう少し先になら

ざるを得ないのかなと考えております。 

○森下座長代理 しつこくて申し訳ないのですが、一体いつごろをめどに考えているのか

ということと、PDCAを回さないと意味がないと思うので、いつごろそのプランが、その結

果数字として出てきているかという次の調査はどのように予定されているのですか。政策
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的には、やはり効果を見ないと意味がないと思うので、いかがですか。 

○日野企画官 例えば、一時預かりにしても、あとは認定こども園に移行するとかという

話でも、実際に効果が出てくるというのは、自治体で、例えば、一時預かりの事業で言い

ますと、今年度国で予算化をして、予算が通って、その後、自治体の方で予算化をしても

らわなければいけないということになるので、多分、どんなに早くても来年度中ぐらいに

ならざるを得ないのかなと思っています。 

○安念座長 そこで、いろんな事業なのですが、今、国もそうだし、自治体さんも準備運

動中みたいなフェーズですね。どうなのでしょうか、大体どれくらいの自治体がやる気が

あるか、あるいはどれくらいの事業者さんがやってくださるかというようなデータという

か、情報というか、進捗状況みたいなものは、少しずつたまりつつあるような状況なので

しょうか。 

○日野企画官 こういう事業を、今、各いろんな事業者さんの団体の講演に行ったりとか、

あとは自治体を通じていろいろ問合わせが来ておりますけれども、率直に申し上げて、引

き合いは非常に強いと考えております。 

 というのも、特に一時預かりの幼稚園型の２歳児の受け入れは、団体さんとよく調整し

ながらやっているということもあって、幼稚園自体、子供が減っているというのもあるの

で、そういう意味では、２歳児の受け入れということに対する期待というのは幼稚園側に

もありますので、定量的にどのくらいとかというのはないのですけれども、引き合いとし

ては相当強いかなと思っています。 

○安念座長 その場合、受け入れを考えておられる園で、やはり、今まで基本的には３歳

児からしか受け入れの経験がないわけだから、先生方も本当に２歳児を受け入れて大丈夫

なものだろうかと、いろいろ御心配などもあるだろうと思いますが、お聞きになっている

範囲で、一番高いハードルというか、懸念点みたいなものはありますか。 

○日野企画官 やはり２歳児なので、今まで３歳からしか受けていなかったということに

対するちょっとした不安もありますし、あとは２歳児を受け入れるとなると、今の一時預

かりの事業で言いますと、人員の配置基準がもっと高くなるのです。 

 保育所で言いますと、３歳児だと20対１で、２歳が６対１なので、２歳児を受け入れる

ということはマンパワーの確保というところも当然ハードルになってくるかなと聞いてい

ます。 

○安念座長 それはなるでしょうね。 

 どうぞ。 

○八代委員 マンパワーだけではなくて、２歳児を預かる場合は、保育士は雇わなくても

いいのですか。 

○日野企画官 ２歳児を預かる場合には、一時預かり事業で言いますと、保育士は３分の

１と今はなっています。 

○八代委員 それで、本格的に入れると、もっと要るわけですね。それは同じなのですか。 



9 

 

○日野企画官 比率は一緒です。 

○八代委員 だから、これは、文科省さんではなくて厚労省の問題ですけれども、前回も

聞いたように、厚労省は100％保育士でなければ子供の安全が守られないと言っているけ

れども、一方で文科省の方は、ちゃんと保育士を３分の１で安全が守られているわけです

ね。 

○日野企画官 それは、一時預かり事業として、そういう形に今なっていると。 

○八代委員 一時預かりでいったって、預かっていることは預かっているわけで、この一

時預かりの時間というのは、定義としてはどれくらいですか。 

○日野企画官 ２歳であれば８時間。 

○八代委員 ８時間ですね。だから、基本的に同じわけで、だから完全に閣内不一致です

ね。そういうことの協議は、特に厚労省とやっておられないのですか。つまり、厚労省は、

２歳児だと６対１で、しかも全員保育士でなければいけないと言っていて、文科省の方は、

６対１は同じなのでしょうけれども、３分の１の保育士数でやっていると。それで、当然

同じ水準の安全基準は守られているわけですね。 

○日野企画官 一時預かり事業は、厚生労働省のスキームで２分の１と決まっていて、幼

稚園型につきましては、人材確保が非常に今、難しいということもあって、当面３分の１

という形に今なっているというのが現状でございます。 

○八代委員 ありがとうございました。 

○安念座長 それは、我々が考えるべき問題ですね。 

○八代委員 是非文科省の方も御協力を頂きたいと思います。 

○安念座長 特に実績がはっきり出てくると、大変いいですね。 

○八代委員 それで、規制改革というのは、こういうふうに省庁によって違うときは、緩

い方に合わせるというのが１つのやり方なので、是非文科省基準を活用していきたい。 

○安念座長 長時間化や通年化というのは、保育所的機能を期待しておられる親御さんか

らすれば、ある意味、決定打と言ってもいいことで、ずっと働いている方にとっては、夏

休みに子供にいられては、その間、また別の手当をしなければいけないので、どうにもし

ようがないのですけれども、これは、どのくらい実施できそうな感触をお持ちですか。 

○日野企画官  

預かり保育自体は、先ほどもありましたとおり、私立の約95％やっております。 

 あと、特に都心部の幼稚園ですと、親からのニーズが非常に高いので、例えば、朝７時

ぐらいからあけて、夜も７時とか、そのぐらいまでやっているような幼稚園も出てきてお

ります。 

 現状のデータを申し上げると、夏休み、冬休み、春休みの預かり保育の実施率が、大体

今、66％。 

○安念座長 全国でですか。 

○日野企画官 これは、全国の数字です。 
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○安念座長 そんなにやっているものなのですか。 

○日野企画官 あとは、長時間、午後６時以降までの預かり保育の実施率は、今、25％で

す。 

○安念座長 そうですか、思いのほか、広がっているものなのですね。よくわかりました、

ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

 少しタイムスパンの長い話ですけれども、昔から幼保一元化などというのがアイデアと

してあって、特に大都市部以外では、幼稚園もなかなか経営が苦しいところがあるという

話を聞きますけれども、今まで幼保と分かれていたものをだんだん統合していくというよ

うな考え方はどうなのでしょう、認定こども園を更に超えてというような発想はあるもの

なのでしょうか。 

○日野企画官 今の段階で申し上げますと、認定こども園を推進していく。幼稚園の方に

は、基本的には幼稚園の判断で、そこは認定こども園に行くのか、幼稚園のままで行くの

かというのは決めていただいて、認定こども園に移行したいというところにつきましては、

政策的にちゃんと後押しをしていくというのが基本的なスタンスで、これ以上のものとい

うのは、今の段階では特にございません。 

○安念座長 わかりました。 

 どうぞ。 

○八代委員 園児の受け入れの仕方なのですが、保育所の方は、結局、自治体がどこの保

育所と決めるわけですが、幼稚園は、自由契約ですね。だから、自由契約で、保護者と直

接契約で受け入れた園児を延長保育するなり、それは構わないのですが、先ほど、園児以

外の子供も一時預かりで受け入れるということをやっておられる。その場合は、やはり自

由契約なのですか。それとも自治体から回ってくる、この分を受け入れてくれと、どっち

の方向なのでしょうか。 

○日野企画官 そこは自由契約という形になっています。 

○八代委員 そういう意味でも、かなりほころびが起こっているわけですね。 

○安念座長 そうなのです。 

○八代委員 ありがとうございました。 

○安念座長 どうぞ。 

○池本専門委員 （１）番の一時預かりの幼稚園型を利用するのには、特に就労証明書と

かは必要ないという考え方ですか。 

○日野企画官 基本的に考えているのは、保育を必要とする子供ですので、誰でもという

形ではない。ですから、基本的には保育所相当といいますか、入るべき子供というのが一

時預かりの２歳児受け入れの対象として、今、考えているものでございます。 

 具体的な要件というのは、これから年末にかけて細かく決めていくということにはなり

ます。 
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○池本専門委員 就労証明が要るか、要らないかというのは、まだ確定していない。 

○日野企画官 まだ、そこまで細かく決めているわけではないですが、基本的には、保育

を必要とする子供と同等といいますか、保育を必要とする子供をベースに考えていますの

で、働いていらっしゃる方であったり、あと、御家族の介護であったりとか、そういった

基本的には保育と同じような感じになるのかなと考えております。 

○池本専門委員 今、幼稚園が自由にやっている預かり保育は、全く就労証明書とかはか

かわっていないですね。 

○日野企画官 はい、それは要らないです。例えば、一時的にちょっと風邪を引いてしま

ったとか。 

○池本専門委員 関係の中でやっていらして、それとはまた（１）番は違うようになる可

能性もあるけれども、今やっている預かり保育のような形で運用される可能性もあると、

そこがまだ固まっていないということなのですか。 

○日野企画官 基本的には、誰でもかれでも定期的に受け入れるという形ではなくて、や

はり、待機児童対策で考えていますので、保育を必要とする子供を基本に考えています。

これから細かいことを決めていくという状況でございます。 

○安念座長 どうぞ。 

○八代委員 ただ、それは、我々から見れば堕落であって、本来、幼稚園の方がサービス

として、いわば児童教育をやっているわけで、そういう保育を必要としているかどうかと

いうのは措置制度の考え方であって、行政が利用者を選別する考え方なのです。 

 だから、それをやると、結局、厚労省型の基準と、こっちの基準を合わせないと不公平

になりますから、池本さんが言われたみたいに、当然就労証明書が必要になりますね。そ

れは文科省が独自につくられるのか、当然、それは厚労省の基準に合わせないとロジカル

にはおかしいわけで、何とか是非頑張っていただきたい。待機児童対策だから保育を必要

とするという条件を入れても、極端なことを言えば、そんなのはなし崩しにしてしまえば

いいわけであって、要するに、できるだけ幼稚園の考え方を貫くというのが本来の方向で

あると、内閣府も応援していただくというか。 

○安念座長 ちょっと小理屈になってしまいますが、待機児童対策であると言ったって、

やはり、幼稚園でお預かりする以上は、法制度的には、学校教育法のスキームの中に入っ

てくる話ではないのですか。 

○日野企画官 学校教育法上は、幼稚園は３歳～５歳児を対象にすると、ばしっと書いて

あるので、２歳児を受け入れても、それが学校教育法の範囲に入るかと言われると、そう

ではないとなります。 

○安念座長 そうではないのだ。そうすると、ここで言う２歳児を預かるというサービス

は、学校教育法上の幼稚園が行っている事業、サービスではないという整理になるわけで

すか。 

○日野企画官 はい。 
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○安念座長 しかし、そうすると、何だということなのですかね。 

○日野企画官 幼稚園の知見を活用して、待機児童を受け入れる、保育的な機能を発揮す

るという位置づけということだと思います。 

○安念座長 そうすると、例えば、私は大学の教師なのですけれども、突如、保育に目覚

めて、何人かと同僚と組んで保育を事実として始めます。それは、いいことだとなった場

合、しかし、それは学校教育法上の大学ではない。だから、学校教育法上は何でもないと

いうのと、つまり、学校教育法上の中の位置づけが得られないという意味では同じだとい

うことになりますね。だから、事実として提供されているサービスだと、学校教育法上の

観点から見ればね。 

○日野企画官 幼稚園の枠組みの外でやっていただいているということになるかと思いま

す。 

○安念座長 しかし、そうだとすると、条件も自由にしていいはずだということも言えま

すね。わかりました。どうもありがとうございます。頭が整理できました。 

 どうぞ。 

○池本専門委員 あと１つだけ、２歳児を受け入れるということになると、２歳児の教育

をどうするかというのは、結構、海外では２歳児の教育というので議論があるのですけれ

ども、そこは文科省としては、何か検討はされないのでしょうか。せっかく２歳児受け入

れということであれば、幼稚園で２歳児を教育の対象として受け入れるということの検討

もしてはどうかと個人的には思っているのですけれども、その点は、どんな感じでしょう

か。 

○八代委員 別の言い方をすると、学校教育法を変える気はないかということです。 

○日野企画官 幼稚園での２歳児の受け入れは、実を言いますと、平成14、15年からだっ

たと思いますけれども、特区で一度やったことがございます。 

 それで、全国幾つかの先駆的な幼稚園でやっていただいて、検証した結果なのですけれ

ども、やはり２歳児と３歳以上になると、例えば、友達との関係とか、先生との関係とか

で全然違うらしいのです。 

 幼稚園というのは、３歳から５歳が集団でお互いの関係の中で成長していくのですけれ

ども、２歳児になると、個人差はあるのですが、どうしても先生との関係をすごく求める。

だから、人員配置基準も高いのだと思います。 

 そういうこともあって、専門家に集まっていただいて検討した結果、やはり幼稚園教育

としては、２歳児というのは少し異質ですねと。だから、幼稚園としては、子供を対象に

している知見もあるので、２歳児の預かりではないですけれども、そういった受け入れ、

保育機能を発揮する方がいいのではないですかという結論が、たしか平成18年度に出て、

特区法も、結局そこの条を削除するというような法改正をさせていただいたという経緯が

ございます。 

○安念座長 どうぞ。 
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○池本専門委員 その経緯は知っていて、その当時は、そういう議論だったと思うのです

けれども、やはり、どんどんいろいろ世界の幼児教育の動きも変わっていて、２歳児の受

け入れというのは、各国かなり教育として受け入れる国がふえている中で、改めて２歳児

を幼稚園に受け入れるのにあわせて、再度検討するということがあっても、幼稚園という、

あのやり方は２歳児は合わないけれども、２歳児の教育はどうあるべきかという検討を各

国はやって、それで、幼稚園とは違うやり方での受け入れを制度化しているという流れが

ありますので、そのあたりは特に今のところは検討を、せっかくここで２歳児が話題にな

っているから、何か動きがあるかなと思ったのです。 

○日野企画官 今のところは、先ほどの資料の６ページにあります調査研究を来年度とり

あえずやってみようということで、ここから発展するかどうかという感じなのかなと思い

ます。 

○池本専門委員 是非ここは海外の２歳児というのも少しサーベイしていただけたらなと

思います。 

○日野企画官 それは、引き取らせて検討させていただきたいと思います。 

○安念座長 本当に根本論ですね。きょうは、待機児童の話かと思ったら、思わぬやぶ蛇

だなとお思いになるかもしれないが、しかし、ここは国家百年を考えれば、本当に重要な

話なのでしょうね。それで、国家百年の話になったのに、えらい技術的な話になってしま

うのですけれども、教室の活用の話なのですが、改修の費用に相当のばらつきがあるよう

なのと、それから、御指摘のように、結構かかるものだなというのが実感なのですけれど

も、高い、安いが相当あるのは、やはり、改修の規模というか、広さとか、そういうこと

ですかね。 

○時枝課長補佐 おっしゃるとおり、どの程度の規模の保育所をつくるのかということが、

もちろん一番大きな変動要因だと思いますけれども、やはり学校の余裕教室を保育所に転

用するに当たって、一番現場の方々が困ることは、導線の確保、あと、安全確保でござい

ます。 

 ですので、実際に転用している事例を見ると、そもそも学校は幾つかの棟で分かれてい

て、間に渡り廊下があったりするかと思うのですけれども、その１棟を保育所にしてしま

って、ここに壁をつくってしまうとか、そういうような転用事例が結構多いところでござ

います。そういう転用だと、必然的にお金がかかると、工事費もです。 

 ただ、中には、もともとそんなつくりになっていると、そういうふうに変えやすくなっ

ているような学校というのが、ほとんど工事は要らなくて、そういう形状になるような学

校もありますので。 

○安念座長 では、たまたまということですか。 

○時枝課長補佐 たまたまです。そういうところだと、比較的に安い工事費でできている

なという印象はございます。 

 ですので、おっしゃったような規模もございますし、もともと学校のためにつくったも
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のを転用するに当たって、保育所になりやすいかどうかというたまたまの要素というのも

結構大きいというのは、見ていて思います。 

○安念座長 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 きょうは、本当に非常に貴重なことを教えていただいたという気がします。今後とも御

教示を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 きょうは、どうもありがとうございました。 

（文部科学省退室） 

（株式会社ニチイ学館入室） 

○安念座長 次に、待機児童の解消に向けて障害となる、事業所内保育（企業主導型保育

事業を含む）及び認可保育園等の設置・運営における制度上の課題について、企業さんか

らヒアリングを行いたいと思います。 

 きょう、おいでいただきましたのは、株式会社ニチイ学館さんでございます。どうもお

忙しいところありがとうございます。 

○鈴木本部長 どうぞ、よろしくお願いします。 

○安念座長 こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

 早速でございますが、資料２に基づいて御説明を頂きたいと存じます。 

○鈴木本部長 ただいま御紹介を頂戴いたしました、株式会社ニチイ学館の鈴木でござい

ます。日ごろ関係機関の皆様には、大変お世話になりましてありがとうございます。 

 また、このような場で発言の機会を頂戴いたしましたことを重ねて御礼申し上げます。

ありがとうございます。 

 私は、鈴木と申します。弊社で保育事業部門の責任者をさせていただいております。 

 また、後ほどの質疑応答等につきましては、同行しております係長の大山の方も対応さ

せていただきたいと存じます。 

 それでは、早速ですが、資料に沿いましてお話を進めてまいりたいと思います。 

 まず、表紙をめくっていただきまして、目次が続きまして、本当にごくごく簡単に私ど

もの自己紹介をさせていただきたいと存じます。 

 商号は、株式会社ニチイ学館と申します。 

 主な事業といたしましては、保育事業、医療関連、介護、そして、教育の４つの事業を

中心に展開をさせていただいておりまして、全国50の支店も設けまして、そのもとに現在

約200か所の保育関連施設の運営をさせていただいている企業でございます。 

 ５ページをごらんください。保育事業に少しフォーカスをした部分の御紹介をさせてい

ただきますが、私どもの保育理念「おもいっきり。」というキーワードを掲げまして、園

児、子供たち一人一人がそれぞれ持つ可能性ですとか、そういったものを見い出し、引き

上げというようなことを「おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。」というキーワードの

もと、理念を掲げております。 



15 

 

 また、それを具現化すべく保育目標を３つほど立てまして「すくすく育つ」「わくわく

遊ぶ」「いきいき過ごす」という目標を掲げまして、日々の保育サービスの提供に当たら

せていただいているところでございます。 

 続きまして、その中で、この保育目標をもう少し具体的に特徴づけて保育サービスを提

供している部分がございますので、１点だけ御紹介させていただきますが、私どもの教育

事業の中で行っております、COCO塾という英会話スクールがございまして、そちらとの連

携を行いまして、各園で園児に対して、いわゆる幼児向けの英会話レッスンを各園で標準

保育プログラムとして提供させていただいております。 

 皆さんも御存じのとおり、就学児童はもちろんですが、就学前児童につきましても、英

会話に対する保護者のニーズというのは非常に高いものがございますので、そういったニ

ーズにお応えすべく標準プログラムとして御提供させていただいているところでございま

す。 

 では、早速、本日の本題とも言えますが、いわゆる事業所内保育、その中でも企業主導

型保育事業につきまして、私ども今年４月から本格的に事業を展開させていただいており

ますので、この半年間と言えども、その間に様々な経験をさせていただきましたので、せ

ん越ながら、その中から感じとられた課題点と言いましょうか、そういったものについて

触れてまいりたいと存じます。 

 ９ページ、これは、10月１日現在の私どもの展開状況でございますけれども、全国北海

道から沖縄まで65か所、そのうち48か所が、この４月に開所させていただいております。

残りが来年４月に向けまして、今、開所の準備を進めているところでございます。 

 次に10ページ、こちらは、先ほど触れました65か所の基本的な各保育施設のスペックと

なっております。 

 総定員としましては18名でして、それを従業員枠、地域枠、これを50％、50％で分けて

おりまして、地域枠を各園に設けている状況でございます。 

 現状の、いわゆる御利用状況でいきますと、やはり地域枠の御利用ニーズがいち早く高

まりまして、各園の利用状況としては地域枠の方が先行して稼働が上がっている状況でし

て、後から追っかけ従業員枠です。 

 こちらは、弊社の従業員利用というのは、もちろん大前提にしておりますが、近隣にあ

ります各企業様、法人様にも共同で御利用いただく、いわゆる共同利用型として従業員枠

９名というのを基本的な定員枠という設け方をさせていただいております。 

 早速本題となりますが、11ページ、６点ほど、私どもが主に感じた点をまとめさせてい

ただきました。問題点、そして、それに対して私どもなりに感じた代案と言いましょうか、

皆様に御検討を願えれば幸いと思う部分をまとめさせていただきました。 

 まず、１点目でございます。先ほど触れました地域枠に関してなのですが、広く地域の

方に御利用いただく枠を設けてはおるのですが、現状におきましては各自治体の、いわゆ

る受け皿としてのインフラとして正式には組み込まれていない状態にございます。ですの
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で、各自治体の私どもの保育園の活用の仕方というのも非常に千差万別になっておりまし

て、積極的に地域枠を活用なさっている自治体さんもあれば、いわゆる認可外施設という

ところで、枠としては別の取扱いをされておられる自治体さんもあり、その背景には、整

備計画の中に、まだ企業主導型というのが組み込まれていないということが言えるのでは

ないかと思っております。 

 一方で、内閣府ですとか、児童育成協会さんの方からの指導に基づいたほぼ認可と同等

の基準で開設をされている保育園でありますので、整備計画の中に是非組み込んでいただ

く余地は十分にあろうかと思っております。 

 ２点目につきまして、今度は、いわゆる従業員枠の利用促進を図る上で、私どもが一番

大きな点と感じておりますが、大前提としては、私どもと御利用いただく法人との間の、

いわゆる法人契約を締結することが定められておりますけれども、当然、法人契約となり

ますと、各法人様の中での機関決定ですとか、様々な手続等がありまして、一定の時間も

かかるということもあって、なかなか従業員枠の利用のスピードが上がっていかない１つ

にこういうことが背景にあるのではないかと思っております。 

 ですので、この点につきましては、いわゆる就労証明を御利用なさりたい方が、お勤め

先の企業様、法人様の方から就労証明を出していただくことで、入園資格である一般事業

主としての確認、そういったものを確認することでタイムリーと言いましょうか、クイッ

クに御利用いただけるような見直しというのが、１つ策として言えるのではないかと思っ

ております。 

 ３点目でございます。こちらは全体を通してなのですけれども、いわゆる運営費の算定

基準です。保育園の利用日数に応じまして日割計算がされる仕組みになっておりまして、

15日、16日というのが１つのボーダーになっているわけですが、15日以下の保育園利用を

なさる方というのは、運営費が日割計算になります。ですので、経営的な観点から考えま

すと、やはり、満額を受給いただける利用者の方が、ともすれば優先されてしまうような

ことも起こり得るのではないかと思っています。 

 企業主導型が立ち上がりました背景には、多様な働き方を支援するということが大きく

あると思います。特に非常勤で働かれている方、勤務日数はフルタイム、20日という日数

はないのですが、出勤された一日の労働時間で見ますと、８時間フルタイムの勤務をされ

ている方というのも相当数いらっしゃいます。そういった方が、ともすると優先順位が下

がってしまうようなことも起こり得るという意味で、利用日数だけではなくて利用時間と

いう軸も１つ設けることで、そういったことが回避できるのではないかと考えております。 

 続きまして12ページ、４点目でございます。 

 冒頭申し上げました整備計画のところでも少し触れましたが、自治体ごとの企業主導型

保育施設に対する取扱いと言いましょうか、ここに大きく差があるということがありまし

て、冒頭申し上げた地域枠からの利用が進んでいる、その一番の理由というのは、自治体

さんの立ち位置と言いましょうか、スタンスの違いであります。 
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 開園早々から自治体さんの方から、私どもにお声がけを頂いて、入園先として自治体さ

んの方が紹介するという動きが、いち早くスタートしたところは、やはり、稼働が早期に

高まり、その逆で、まだ取扱いに迷われているのか、何らかの意思決定がなされていない

自治体さんにつきましては、今、なかなか利用促進が進んでいない。かなりここははっき

りとあらわれてきていますので、自治体さんの関与の仕方というのも御検討いただく余地

のある部分ではないかと思っております。 

 ５点目です。制度自体の周知、啓蒙についてでございます。様々なメディア等で、企業

主導型保育というワードは流布されているところではあるかと思いますが、ただ、私ども

が接点を持たせていただいている法人様とお話をする中では、なかなか制度自体が御理解

いただけていなかったり、そのメリットみたいなものが伝わり切っていなかったりという

ことが散見されますので、まず、私どももそういったところから企業枠の御利用の促進に

当たって、企業様への御提案を重ねているところではありますが、あと一歩、周知、啓蒙

というのも必要な部分ではないかと思っております。 

 ６点目でございます。地域枠は50％までという基準がございますけれども、これにつき

ましては、既に緩和するという発表がなされておりますけれども、いまだ正式な基準等は

発表されていませんので、地域枠の柔軟な運用については、やはり、早々に検討を進めて

いただくことによって、各地域の待機児童の解消につながっていくものであると思ってい

ます。 

 現状も、保育園としては、定員はまだあきがあるのですが、地域枠はもう埋まってしま

っているので、利用者の方から見ますと、あいているのに何で利用できないのですかとい

うような疑問を抱かれてしまうようなケースが発生しております。 

 ですので、そういったケースにおきましては、まさに50％の緩和というのが有効ではな

いかと思っております。 

 ただ、今、課題を申し上げましたが、私ども実際に事業者としてこの事業をスタートさ

せていただく中で、非常に地域にとって有効な社会資源になり得るというのは実感してお

りますので、是非今お話ししたような点につきましても、御検討を深めていただければと

いう思いでおります。 

 続きまして、14ページ、今度は認可保育所、小規模保育所に関する運営の方から感じた

点ということを申し述べたいと存じます。 

 14ページにつきましては、先ほどの企業主導型と同様、現在の展開状況をお示ししてい

るところでございます。 

 北海道から九州まで全国で107か所の保育所の運営をさせていただいております。一部

開所予定を含みますが、このような体制で運営をさせていただいている状況でございます。 

 15ページ、このあたりは釈迦に説法になってしまう部分でございますが、私どもが認可

保育所、それから小規模保育所の開設をするに当たって、基本的な開発フローを示したペ

ージでございまして、この中でもとりわけ重きを置いているところは、一番左端にござい
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ます保育ニーズのヒアリングであります。ヒアリングする先は、基本的には自治体様にな

りますけれども、皆様御存じのとおり、保育園の商圏と言いましょうか、実際に利用され

る範囲と言いましょうか、それは非常に狭いものでございます。 

 ですので、例えば、何市で待機児童があるからといって、そのどこに保育所を置いても

いいということではございませんので、その中でもどの町がいいのか、どの地域がいいの

かというところのヒアリングに時間をかけてやっております。 

 それが、最終的には、私どもの運営にも大きく影響する部分でございますので、保育ニ

ーズのヒアリングに最も重きを置いているところでございます。 

 ただ、昨今、ちょうど中ほどに「近隣説明・工事」というところがありますが、やはり、

開設予定地の近隣の住民の方の御要望、御意見というのは、かなり地域によっては強い懸

念を示されたりですとか、反対をされたりということも、各地域で取り沙汰されておりま

すが、私どもも徐々にこれについての影響というのも少し増してきているかなと、感覚値

として高まっているところではあります。 

 ですので、このあたりも自治体さんとの協力によって、地域住民の方への御理解を深め

る。この努力は、私ども事業者としても取り組んでまいりたいと思いますが、様々なバッ

クアップを頂戴できると、幸いな部分ではございます。 

 では、16ページ、認可、小規模に関する課題点につきまして、６点ほど同様にお話し申

し上げます。 

 まず、１点目であります。法人格によります整備計画に対する参入に規制があるという

こと。このあたりは、本当に皆様御存じのお話ではありますが、いまだ正式に株式の参入

を禁じていると言いましょうか、そういう自治体もございますし、間接的に排除している

というようなところもございまして、まだ、残念ながら参入規制があるという実態がある

という点でございます。 

 ただ、株式法人でありましても、認可、小規模の国基準を当然のっとった運営、開設を

行いますので、この参入規制というのは、どうか撤廃ということが有り難いと思うところ

でございます。 

 ２点目です。待機児童の解釈、いわゆるカウントについてでございます。これも既に統

一のカウントということが打ち出されておりますが、残念ながら、まだ今年度も各市町村

それぞれのカウント定義による数え方がなされておりますので、先ほど申しました真のニ

ーズと言いましょうか、待機児童が見えてこないというところもありまして、いわゆる統

一された運用を是非進めていっていただきたいと思っております。 

 余談になりますが、現状は、自治体さんの発表では待機児童ゼロとおっしゃっている地

域でありましても、私どもの認可、小規模ですとか、企業主導型におきましては、続々と

新規の入園希望者があらわれているという実態もございますので、ですので、是非このカ

ウントにつきましては、統一運用をお願いしたいと思っているところでございます。 

 ３点目です。補助金についてなのですが、ここも法人格によりまして、株式法人に対し
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ては支給されない、ないしは一定の制約を受けるというようなルールがございますので、

このあたりも１点目の話と共通するところではありますが、是非法人格による区別という

のをなくす、ないしは少なくするという取り組みが期待されるところでございます。 

 17ページ、４点目でございます。基本的には、認可保育所、社会福祉法人会計での会計

処理を弊社も当然行っておりますけれども、やはりこの会計処理が非常に煩雑です。 

 何が煩雑かと申しますと、自治体さんごとに必要となる書類であったり、フォーマット

がそれぞれの運用をなさっていらっしゃるところがございますので、同じ一口で社会福祉

法人会計と申しましても、発生する作業、業務につきましては、かなり多岐にわたるとい

うような現状でございます。 

 ですので、このあたりも待機児童の定義と同様、可能な限り統一運用といったものが願

わくばというところでございます。 

 ５点目、運営費の弾力運用、残高の使途制限に関するところでございますけれども、こ

れも自治体さんごとに運用の考え方が、ある程度柔軟な運用を許可されているところもあ

れば、一切まかりならぬというところもあり、自治体ごとの差がある。 

 ここでまた法人格による違いがあるのですが、社会福祉法人につきましては、そこの自

由度が一方であり、株式にはないというような法人格による違いがあるということもあり

まして、今後のさらなる保育所の各地での整備ということを考えますと、こういった運営

費の弾力的な運用というのも議論の余地があるのではないかと感じております。 

 ６点目でございます。公定価格の請求業務に関するところです。これは、先ほどの社会

福祉法人会計とも共通するところでありますけれども、やはり、同じような請求を行うの

ですが、フロー、帳票類が様々になっていること。そうすることで、残念ながらシステム

化が非常に難しい領域になっております。 

 これも、私ども広域で複数の拠点を展開しておりますので、本来であれば、そういった

ところが効率化なされますと、それによって浮く費用につきましては、例えば、保育士の

処遇改善に充てるですとか、そういったところにもっとお金の使い方を変えていきたいと

思っているのですが、残念ながらそういった業務の効率化というところがなかなか進まな

いところがあり、ほかに使うお金の確保がなかなか難しいということが言えます。 

 ですので、請求業務に関するところにつきましては、簡素化でありましたり、統一化と

いうところが効果的な支援になるのではないかと考えております。 

 既に検討ですとか、議論が始まっている事案も多々この中に含まれていたと思いますが、

今後更に企業主導型の制度がよりよい制度になり、かつ、利用者の方の利便性の向上にも

つながるように、様々な御検討を皆様の中でいただけると、私どもの事業所としても頑張

りようが出てまいりますので、議論のほど、お願い申し上げたいと存じます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○安念座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、20分ほどディスカッションをさせていただきたいと思います。 
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 森下先生からどうぞ。 

○森下座長代理 ありがとうございました。非常に具体的な提案で、何をすべきかという

のが明確になったかと思うのですが、待機児童の解消は、非常に喫緊の課題であると、急

ぎであるという状況を考えると、どこが一番早期に効果があるかというところを教えてほ

しいのですけれども、何からやるという順番的な話で言えば、どこが一番効果がありそう

ですか。 

○鈴木本部長 まず、企業主導型でいいますと、先ほどの地域枠のところが最も即効性の

あるものかなと思っております。 

 次いで、従業員枠の法人契約の簡素化といったところ、その２点が優先順位は高いかと

思います。 

○森下座長代理 ２点目の従業員枠に関して、なぜ法人との契約締結が必須なのかという

理由がよくわからないですけれども、何でこういうたてつけになったのですかね。 

○鈴木本部長 それも私どもも何度か御質問を関係機関にさせていただいたことはあるの

ですけれども、一番は、厚生年金適用企業であるということの資格確認が必要だというの

が外せないところ、ただ、それは契約ではなくてもできるのかなというところもありまし

て、私どもも、今おっしゃられたような疑問は、今も感じつつというところではあるので

す。 

○森下座長代理 厚労省の課長通達なのか、法律上書いてあるのですかね。 

○安念座長 法律に書いてあるとは思えないな。 

○大山係長 こちらの契約が必須という件につきましては、企業主導型保育事業の実施の

要綱の中に定められております。実際は、そこで縛られているような条文になっておりま

す。 

○森下座長代理 それを改めてもらうと。 

○八代委員 ちょっと臆測なのですが、もともとこれは、旧労働省が持っていた、働く女

性を促進するために、それまで企業が独自に企業内の保育所を持っていたわけですね。そ

れに補助金を出していた。だから、もともと建前が企業主、事業者に対する補助金という

制度を受け継いでいるからということではないかと思うので、それはもちろん変えればい

いこと。 

○安念座長 ちょっと調べてみないといけないですね。 

 それで、結局、使いたい従業員の方も、会社の中で稟議書を回さないと駄目だというこ

とですね。 

○鈴木本部長 おっしゃるとおりです。ですので、大手企業さんですとか、女性活躍です

とか、いわゆるダイバーシティーに積極的に取り組んでおられる企業様は、もともとそう

いう概念、考え方をお持ちでいらっしゃいますので、割りかしお話はスムーズに進むので

すけれども、それが全てではありませんので、おっしゃるとおり、そういった諸手続ない

しは意思決定がそもそもなされないと、というところであります。 
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○安念座長 どうぞ、どなたからでも、八代先生。 

○八代委員 あと、先ほど言われた12ページなのですが、地域枠の上限50％の早期撤廃と

いうことなのですが、これを我々が厚労省に言ったら、では、何パーセントならいいかと

逆に聞かれるわけで、私は極端に言えば、地域枠の人が１人でもいればいいのではないか

と思うのですが、変にそれを60とか70と決められても、また、そこで次の上限にあるので、

決めない方がいいのではないかと。何かそちらの方でどういう基準ならいいかというのが

あれば、教えていただきたい。 

 同じことは、最後の16ページの補助金の話なのですが、厚労省に対してイコールフッテ

ィングの補助金をつくれと言ったって、なかなか出てこないので、むしろ皆さんの方から、

ほかの企業と合わせて、こういうフォーマットにしてくれというのをつくられたらどうで

しょうか。それは現状の中で、ある程度社会福祉法人会計にも配慮して、向こうが受けら

れやすいものとして、こういう補助金のフォーマットをつくってもらえば有り難いという

ような要請の仕方の方が受け入れられやすいのではないかと、そういうのを御検討いただ

ければと思います。 

○安念座長 議長、どうぞ。 

○大田議長 遅れてきまして申し訳ありませんでした。 

 認可保育所での株式会社への参入規制なのですが、具体的にどんな形で規制されている

のですか。 

○鈴木本部長 例えば、一番わかりやすいのは、基本的には事業者選定に当たって公募が

かかりますので、その公募にそもそも参加資格がない場合がございます。 

○安念座長 今でもあるのですか。 

○鈴木本部長 ございます。かなり数は少なくなりましたが。 

○大田議長 厚労省から改めて通達を出してもらって、認められているということを周知

してもらったのですが、それでも公募の際の参加資格に株式会社が入っていないというこ

とですね。 

○鈴木本部長 はい。 

○大田議長 それ以外に何かありますか。暗黙のうちに排除されているような形はありま

すか。 

○大山係長 実際のところでいきますと、そのほかに補助金の適用要件の中から株式を外

すことによって公募としては受付を行っているのだけれども、そういった資金の援助面と

いうところでの費用感で差をつけてくるケースもございますし、実際に公募をやっていな

い中で保育所の設置を検討されている自治体さんというところをヒアリングで見つけたと

しても、実際の御相談をしていく中で、株式会社は県の中で実例がないであったりとか、

自治体、市の中で実例がないので、少し控えてほしいというような形で規制を受けるケー

スもございます。 

○安念座長 控えてほしいと言われたら、やはり控えてしまうのですか。 
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○大山係長 そちらにつきましては、自治体様との関係性等にもよるのですが、私どもと

しては、やはり待機児童がいるので、そちらに対して設置をしていきたい、検討していき

たいということで御相談させていただいておりますので、控えることはせずに、そのまま

何とか設置できるように協議をさせていただいているのが多い事例になります。 

○安念座長 先ほど補助金の問題を御指摘いただきましたけれども、平たく言ってしまう

と、今の補助金の制度というのは、企業が主体であるものについては出してもいいと、そ

ういうことでしかないということなのですかね。出さなくてもいい、出したければ出して

もいいと、それは、要するに自治体が勝手に判断しなさいと、そういうスキームだという

ことですか。 

○大山係長 はい。現状定められております要綱の中ですと、法人格が幾つか列挙されて

いるものもありまして、株式会社は、その列挙の中に含まれておらず、その他市町村が認

める団体というような形に分類されておりますので。 

○安念座長 ええ、今、書かれておりましたね。 

○大山係長 ですので、実際は、市町村の判断で支給はいただけるのですが、そこの判断

の中にどうしてもワンクッション入ってしまうので、株式会社は支給対象外になるケース

が存在しているというのが実情でございます。 

○八代委員 そういうときに、どうすればいいのですか、一度訴えてみたら駄目ですか。

訴訟というのは、なぜ法律の根拠もなく、しかも厚労省は公平に扱えという通達を出して

いるにもかかわらず、待機児童もいるにもかかわらず、なぜそういうことをするのかと。 

 ヤマトが昔やったようなやり方で、どうなのでしょう。そういうことをしたら、江戸の

敵を長崎で討たれるようなことがありますでしょうかね。 

○鈴木本部長 これまで、そのようなケースは、本当に苦戦をしてまいりましたけれども、

私ども軸にしているのは、待機児童がいる地域には保育所を整備するのだという、私ども

ある意味使命感を持ってやっておりますので、他の地域の取り組み、他の自治体の取り組

みなどをお話ししていくと、ちょっとまずいかなというような、いわゆる危機感みたいな

ものを感じていただいて、今までノーとおっしゃった自治体がひっくり返っていったとい

うケースは実際ございます。 

 先ほどの公募の参加資格云々もそうなのですけれども、株式さんは無理だよというお話

からスタートしたものの、認可は今ちょっとハードルが高いけれども、では、まず、小規

模からスタートしてみようということで、少し軟化したりというケースはございましたの

で、さすがに私ども自治体さんとともに、これまで事業をさせていただいておりますので、

なかなか真っ向勝負というわけにはいかないのですが、そういった交渉を重ねてきた結果、

態度、方針が変わってきた自治体さんは実際にございます。 

 あと、補助金についても同様です。 

○八代委員 そうすると、別に自治体の認識不足であって、現場の社会福祉法人あたりが

圧力をかけていると、そういうケースは余りないのですかね。 
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○鈴木本部長 ここは、なかなか発言が難しいところではございますけれども。 

○八代委員 後で消していただいて。 

○鈴木本部長 確かに、私どもの大先輩に当たります社会福祉法人さんが活躍されている

地域がございますので、そういったところの一定の社会福祉法人さんの強い御意見という

のは存在しているかと思いますが、それが全てに影響しているかというと、そこは、私ど

もで申し上げられるところではないかなと思っています。 

○八代委員 ありがとうございます。 

○安念座長 例えば、書式の違いとか、補助金の制度の違いを意識されるというのは、こ

れは、まさに全国展開されている企業さんだからこそ認識されるところですね。 

 今、ニチイさんと同規模ぐらいのスケールで全国展開しておられる企業さんというのは、

どのくらいおありなのですか。 

○鈴木本部長 純然たる全国展開という企業様は、恐らくない。もう少し、例えば、東日

本ですとか、いわゆるローカルチェーン的な企業さんを含めて申しますと、10社弱ぐらい

かと思います。 

○安念座長 それでもそんなにおありですか。 

○鈴木本部長 はい。 

○安念座長 そうだとすると、もう少しあれですね、仮にそれは東にしたって、自治体間

の違いというのは、全国展開をしておられる企業さんと大体同じぐらいに感じておられる

はずだから、もう少しまとまった声になりそうな気はしますが、いろいろな改善に向けて

横で同業他社さんと連絡をするとか、そういうことはないのですか。 

○鈴木本部長 私ども、いわゆる同業の協議会にも参加させていただいていますので、ま

さにそういったところで、共通する課題みたいなことでの議論、意見交換をする場がござ

います。 

○安念座長 わかりました。どうもありがとうございました。 

 どうぞ、ほかの点で。 

○池本専門委員 質問なのですが。 

○安念座長 もちろん、質問で結構です。 

○池本専門委員 １つ、英語というのがすごく画期的というか、これは、認可でこれをや

られているという理解でよろしいのですか。それは、自治体によって認める、認めないと

か、そういうことは特にないのですか。 

○大山係長 御質問いただきました英語のレッスンにつきましては、弊社の保育園につい

ては、おおむね全ての保育園で展開をしておりまして、自治体様によって、英語のレッス

ンを禁止するというようなお話を頂戴したことはございません。 

 ただ、お金を別途取って英語レッスンを展開している事業者様もいらっしゃるというの

は把握しておりまして、ここのお金を取るという考え方については、通常の保育カリキュ

ラムに含まれるか否かというのが自治体様の御判断になるので、このお金を取っているケ
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ース、取っていないケースというのは、まちまちあるかと思います。 

 ただ、私どもの場合は、無料で提供させていただいておりますので、特段そういった制

限を受けたことはございません。 

○八代委員 無料でよく採算がとれますね。 

○安念座長 余計な心配かもしれませんけれども。 

○鈴木本部長 いえいえ、御配慮ありがとうございます。私どもは、自前で英会話スクー

ルを持っておりますので、そちらからインストラクターを派遣するということで、社内的

な動きで外部を使うということではありませんので、まさに企業努力で、そこは頑張らせ

ていただいているというところです。 

○八代委員 ですけれども、利用者が選択できるなら、しかも無料で英語を教えてくれる

ならそっちに行くわけですが、今の認可保育所というのは選択できないわけですね。自治

体が割り当てるわけですから、せっかくこういういいことをしていても別に利用者が選択

できなければ、余り事業者としてメリットがないわけですね。 

○鈴木本部長 最終的には、自治体さんの振り分けにはなりますが、やはり、入園希望の

第１位、第２位というのがございますので、その上位に名を連ねていただければというと

ころであります。 

○八代委員 わかりました。 

○安念座長 どうぞ。 

○池本専門委員 あと、また、きょうのテーマでないのですが、学童保育については、ま

だ展開をされていないということなのでしょうか。 

○鈴木本部長 学童につきましては、一部の自治体さんから委託を受ける形で、まだわず

かなのですけれども、させてはいただいておりまして、今後、いわゆる乳児、幼児の待機

児童問題ですけれども、やがて間違いなく学童の、今度は待機学童という問題が直面いた

しますので、私どもとしては、いわゆる民間学童というのも内々には学習をさせていただ

いているところもありまして、ただ、現状の様々な予算感でまいりますと、なかなか事業

としては厳しいというところがあって、今、本格的にはまだ展開をしておりませんし、基

本的には委託を受ける形での展開をさせていただいているというのが現状でございます。 

○八代委員 学童というのは、稼働率が低いのですね。つまり、小学校が終わってからの

時間だから、保育所は一日やっていますから、何か工夫をしないと、ちょっと今のままだ

と採算に乗らないですね。 

○安念座長 そのとおりだと思いますね。少なくとも午前中はがらあきということですも

のね。少なくともそのためだけの施設をつくるかとなると、稼働率一日、せいぜい５分の

１とか、そんなのではちょっと難しいですね。 

 やはり保育の方が、その点では補助金の制度もしっかりしていることもあって、企業と

して投資の判断をなさりやすい、比較の話ですけれども、そういう実感はおありですか。 

○鈴木本部長 おっしゃるとおりです。保育事業の方が、いわゆるプランを立てやすいと
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いうところがございます。経営判断もしやすいところがあります。 

○安念座長 最近、近隣の住民の方からのクレームが多いというのは、しかし、経営判断

にとっては、かなり大きなリスク要因ですね。それは、相当広がっているという御認識で

すか。 

○鈴木本部長 そうですね。広がりを見せているなと感じております。一昨年とかと比べ

ますと、いわゆる住民説明会をやった際の地域の方々の、もともとはそういった説明会を

開いても参加されないというところからスタートし、今ではだんだん参加者がふえ、また、

参加された方の発言内容というのが、よくある話ですが、防音のお話でありましたり、あ

とは往来ですね。登降園する方の、いわゆる車での往来が激しくなって交通事故が云々で

すとか、求めが強くなり、どうにかして事業者の方で安全対策をしろ、どんなにお金がか

かっても安全対策をしろですとか、そういったことがクリアーにならない限りは、ここで

の開設はまかりならぬというような強い意思を表示される地域の方の御意見というのが

年々増してきているかなというのは感じています。 

○安念座長 その際、一企業で完全に対応するのは大変難しくて、やはり公の手というか、

結局は自治体とタッグを組まないと、なかなかそういう方を説得できないと思うのですが、

先ほどおっしゃっていた自治体がもう少しコミットしてほしいという御希望は、私もまこ

とにごもっともだと思うのですが、具体的にどういうことを自治体にしてほしいとお考え

になりますか。 

○鈴木本部長 いわゆる工事が始まるまでのスケジュールと言いましょうか、フローにも

少し課題があるかと思っているのですけれども、例えば、公募に参加しまして、事業者選

定を正式に、ないしは内定を受けるまでの間、私どもは、この土地に保育園を開設します

ということを地域の方に名乗ることができないと言いましょうか、内定なり決定なりを受

けるまでは、申し上げることは正式にはできない。 

 ですので、どうしても地域の方にお伝えするタイミングが、もう工事が始まる際みたい

なタイミングになってしまうのです。ですので、いわゆるフロー上の問題点が１つあると

いうのと、あとは、いざそういう問題が起こった際に、基本的な自治体さんのスタンスは、

事業者さんで何とかお話合いを持ってというところなのですけれども、私どもも任意にそ

こに保育園を開設するわけではなく、自治体さんから許可を頂いて、自治体さんの事業計

画にのっとって開設をしますので、ある意味では、自治体さんの方から、ここには市の政

策として設置する必要があるというような説明会を私どもではなくて、ある意味、自治体

による説明会、そして、実際に運営する私どもの説明会という二段階、三段階のものとい

うのは、少なくとも必要なのではないかと感じます。 

○森下座長代理 自治体が間に入ると、そういう説明会は大分違うものですかね。かなり

違うという印象ですか。 

○鈴木本部長 そのような形でやった場合ですか。 

○森下座長代理 はい。 
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○鈴木本部長 ただ、そういうケースがまだありませんので、何とも申し上げにくいので

すけれども、ただ、確実に言えるのは、私どもだけでやりますと、どうしても一企業であ

りますので、どうしても私どもの考えていることが真っすぐ住民の方にお伝えし切れない

部分がありますので。 

○八代委員 その点なのですが、自治体が入っても、どうせ文句を言う人は文句を言うわ

けで、当然ながら文句を言うのは、大体日常いる高齢者ですね。 

 それで、私は前から考えているのは、高齢者にアピールするために、デイケアセンター

も一緒につくる、併設すると。特にニチイさんは両方やっているわけですから、自治体に

対して保育所をつくると、そばにあるいは一体的にデイケアセンターもつくりますと言っ

て地域住民を説得するというようなお考えはいかがなのですかね。 

○鈴木本部長 貴重な御意見をありがとうございます。まさにおっしゃるとおりかなと思

っていまして、やはり、反対等々を表明される方の割合でいきますと、高齢、年配の方が

多いというのは事実でありますので、それに直接的にメリットとしてお返しできる何かを

つけるというのは、確かに有効だと思います。 

 あとは、保育マーケットと保育ニーズといいましょうか、それと高齢者のニーズが、そ

の地域で合致する場合はいいのですけれども、場合によってはしない。例えば、新興住宅

地などになりますと、保育ニーズはあるのですけれども、高齢者のニーズはさほど高くな

いということ。一方で、そこには高齢者が余りお住まいになっていない可能性ももちろん

あるのですけれども、必ずしも合致しないケースもあったりはしますので、マルチとは言

えないかもしれませんけれども。 

○八代委員 ただ、時間的にはマッチするわけで、つまり、自治体が保育所をつくるとき

に一番懸念しているのは、今は要るけれども、いずれすぐニーズがなくなってしまうので

はないかと。高齢のニーズは絶対になくなりませんから、ある意味で併用にしておけば、

間仕切りを変えてどんどんデイケアの方をふやしていくということもできるわけですから、

何か保育所とデイケアをうまく組み合わせるという、長期的に見て、それはビジネスモデ

ルとして面白いと思いますし、要するに、保育所はデイケアですからね、対象が違うだけ

ですから、ある意味で非常に補完的な面があるのではないかと思いますけれども。 

○安念座長 確かにね、ありがとうございます。 

 ちょっと総論的な話になりますけれども、企業主導型保育事業は、待機児童の解消につ

いて非常に有力な手段として、国でも相当期待しているようですが、実際に事業を展開し

ておられるお立場として、どうでしょうか。待機児童対策という観点で見たポテンシャル

といいますか、そういうものについては、どのように御判断なさっていますか。 

○鈴木本部長 まず、一言で申し上げると、十分にあると思っています。ただ、私どもの

事業者側の運用の仕方というのも当然ありますし、また、きょうの主題でありましたけれ

ども、いわゆる制度面での見直しですとか、そういったのが伴いますが、有効か有効では

ないかと言えば、有効であると確信しておりますし、それが故に、先ほどお話ししました
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ように、65か所も今開設を予定しておりますし、まだ、この先も予定をしているぐらいで

すので、私どもとしては有効だと思います。 

○安念座長 まずは、地域枠から手をつけるのがよろしいと、そのポテンシャルを十分に

開花させるのにということですね。 

○鈴木本部長 はい、順番で言えば、そうです。 

○安念座長 こう申し上げると失礼だけれども、従業員枠の方が埋まっていかないという

のは、御社の施設を御社の方が利用しておられないということもあるのかなと思ってしま

ったりして、そういうことではないのですか。 

○鈴木本部長 もちろんゼロではございませんで、早速、利用している従業員はおりまし

て、ただ、保育所の中に商圏がかかわってくるところがありまして、65か所と言いまして

も、日本全国の65か所ですので、必ずしも従業員が通えるとは限らないということです。 

○安念座長 やはり、小さい子供だから、自分の家に近いところというのが、おのずから

第１位順位になりますね。 

 わかりました。でも、そのポテンシャルの問題は、私どもも非常に注目しているところ

で、それを十分に開花できるようにするにはどうしたらよいのかというのが基本的な問題

意識ですので、きょう、大変啓蒙していただいてありがとうございました。今後とも御教

示を頂きたいと存じます。 

 きょうは、どうもありがとうございました。 

○鈴木本部長 ありがとうございます。 

（株式会社ニチイ学館退室） 

（ライク株式会社、ライクアカデミー株式会社入室） 

○安念座長 本日は、どうもお忙しいところ、ありがとうございます。 

 きょうのヒアリングは最後になりますけれども、ライク株式会社さんから御説明を頂く

ことになります。本当にきょうは、お忙しいところありがとうございます。 

 それでは、資料３に基づきまして、御説明をお願いしたいと思います。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

○我堂経営管理部長 よろしくお願いします。 

 それでは、本日は、このような御機会を頂きましてありがとうございました。ライクグ

ループの我堂と申します。よろしくお願いします。 

 まず、私どものライクグループの御説明をさせていただきます。 

 私どもは、グループとしては、来年25周年を迎えるような若い企業ではあるのですけれ

ども、北海道から沖縄まで、現在、6,000人ぐらいの派遣スタッフ、サービス業、保育士、

介護士を派遣でしたり、人材紹介をさせていただいているライクスタッフィング。 

 本日、隣におります、認可保育園と事業所内保育、学童クラブを全国で300か所以上やっ

ておりますライクキッズネクスト、こちらも東証一部上場しております。 

 関東圏で20か所の介護施設、全部で1,200室をやっておりますライクケアネクストの保
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育、人材、介護を中心としたグループとなっておりまして、それぞれ保育士が4,500名、介

護士が800人抱えている会社となっております。 

 派遣スタッフも含めますと、もっとおりますので、求職者様が保育でも介護でも、どう

いったお仕事をされたいか、どういう雇用形態であったら働きたいかというのを全て把握

しておりまして、更に運営もしておりますので、求職様だけのニーズに応えてしまうと、

なかなかマッチングできなくて、現場の保育の質とかも下がってしまいますので、それが

一切ないように保育施設と介護施設を持っておりまして、一番いい形で雇用を創出してい

くというのをグループとしてやっております。 

 そういうゆりかごからハッピーエンディングまで、赤ちゃんから老人までサービス展開

をしていく中で、私どもも全国で事業を行っておりますので、一番保育施設をふやしたい

というときに、少し話はそれてしまうのですけれども、うちの人材の会社でも北海道から

沖縄がある中で、やはり女性を活用したいのですが、地域によって子育て中の社員が復帰

できないであったりとか、派遣スタッフが復帰できないということもあって、保育施設と

いうのは、事業所内保育でも認可保育園でも学童でもふやしていきたいのですけれども、

やはり、地方自治体さんの差がありまして、国としてこういう施策が出ていても、結局、

決裁権が地方自治体にあって、運用でしたり、できる、できないが全部変わっていきます

ので、なかなかふやすことができないというのが一番問題なのかなと考えております。基

準自体に問題があるのか、地方自治体さんによって差があるのに問題があるのか、そうい

ったところの観点でお話をさせていただきたいと思っております。 

 まず、１つ目の議題として、認可保育園の設置・運営に関して、そういった基準などの

問題についてお話しさせていただきたいと思います。 

○野間口副部長 では、私の方から御説明させていただきたいと思います。 

 私、ライクアカデミー株式会社の営業部の野間口と申します。よろしくお願いします。 

 私の方は、主に認可保育園の開設までの担当をしておりまして、今回、10ページ目の認

可保育等の設置運営の方を御説明させていただければと思います。 

 今回、お時間がない中でということでございますので、まず、設置基準について御説明

をさせていただければと思っておりまして、11、12、13ページには、少し具体的な例を入

れまして、どういう設置基準があるかというところで御説明の方を書かせていただいてお

ります。 

 その中で、13ページの矢印の下になるのですが、今、設置基準が児童福祉での設備基準

も当然ながらございまして、それにプラスアルファーで、各自治体様の方でより質の高い

保育をするために設置基準を設けられているところがございます。 

 開設の方を緊急性を持って行うに当たりまして、各自治体様でルール上のところがござ

いまして、なかなか保育園の用地でありましたり、こちらの方に書いてあります、都市部

の方では、一部テナントビルとして認可保育園の方を設置させていただいておりますので、

こういったところを統一化のルールをもって行っていただければ、また、用地の確保が難
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しい中では、設置の方の緊急的な保育対策にもつながるのではないかと思っております。 

 続きまして、14ページ、実際に設置基準、こちらが御提案という形で書かせていただい

ておりまして、今、申し上げましたように、私ども保育を主としてやっている事業者でご

ざいますので、やはり、安全面というのは当然配慮していく中で、やはり、過度の基準が

備わっていないかということが、１つ、用地を確保、開設に向けてのところで問題となっ

ているところではございますので、御提案としては、そちらの方の精査をもう一度見直し

ていただけないかということで、お話の方を書かせていただいております。 

 また、設置基準の中では、私ども民間事業者として賃貸借型の補助、助成を活用させて

いただいた設置の方が多うございまして、その中では賃貸借型ということで、テナント 

部分における整備の補助、こちらの方は手厚く出していただいていることもあるのですが、

既存の建物における改修等が伴う場合は、一部お施主と言いますか、テナントとして入り

ますので、地主様側であったりにも御負担というのが、当然保育は基準がございますので、

それがある中で、そういったところの経済的な援助というところも１つ自治体ごとで決め

られているところを統一化していただければ、より一層こういった緊急対策は加速してい

くのではないかということでございます。 

 続きまして、15ページ目は、今回スケジュールの方を載せさせていただいておりまして、

こちらも参考資料という形で認可保育園を設立するまでにどういった動きをしているかと

いうのを書かせていただいております。 

 16ページになりまして、開園のスケジュールの方が、各自治体で５月、６月に全国で待

機児童の数が出るのですが、待機児童というものが、その中でも詳細なエリアによって少

し比重が変わってきたりするところがございますので、今、こちらの方は、各自治体様に

私どもの方がヒアリングをかけて、自治体様の資料をもとに詳細なエリアで開設を担って

おりまして、そちらの方の全国的な情報という形で開示をいただければ、より一層細部の

エリアまでの開設までに御協力できるのではないかと書かせていただいております。 

 下の方に都市計画段階での保育事業者の参画とあるのですが、現在も大型開発等のお話

で設置の方を検討させていただいているところもございます。 

 ただ、区画として、この区画を保育園でという中で、どうしても先ほどの設置基準であ

ったり、そういったところがございますので、早い段階で事業者若しくは保育園の設備の

基準を持った方が入っていただくことによって、早い段階からの計画地での保育園の開設

に向けた動きというのがとれるかと思いまして、記載をさせていただいております。 

 ちょっと時間がないので、次に開設するに当たりまして、近隣の方との協議というもの

が１つ工数をとられていると言いますか、開設までにいろいろな御意見を頂戴することが

ございます。 

 こちらの方も19ページに御提案という形であるのですが、まずは、風営法の記載をさせ

ていただいておりまして、こちらがどうしても保護者のニーズとしては、駅前、駅近でお

子様をお預けになって出勤をしたいという御要望の中で、どうしても各自治体様、風営法
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の中で規制がございまして、なかなか駅前等での保育園設置というのが難しい状況でござ

います。 

 こういったところも、地方の警察の管轄によって、例えば、風営法の定められているエ

リアが少し違ったりというのがございますので、こういったところも統一化をして、より

風営法の適用される範囲の統一化をしていただければ、より一層話がしやすいのかと思っ

ております。 

 また、各自治体様、今、近隣対応に対しては御協力を頂いております中で、今回、民間

事業者による民設民営というところで、なかなか自治体様が出られない部分というのもあ

るのですが、そういったとこも、１つ保育に向けてのルール化をしていただくことによっ

て、何かしら御近隣様との対応というのもスムーズに、円滑に進むのではないかと思って、

こちらの方に書かせていただいております。 

 新規開設に関しましては、以上になります。 

 続きまして、20ページからは兼本の方で御説明いたします。 

○兼本副部長 ライクアカデミーの兼本と申します。よろしくお願いいたします。 

 私の方から20ページの説明をさせていただきます。「④教育サービスの向上」というこ

とで、ちょっと観点が違うとは思うのですけれども、まず、30年の４月から保育指針の改

定ということがありまして、幼稚園の教育要領との整合性であったり、小学校教育との円

滑な接続ということで、今、事業者ごとに様々なカリキュラム、外部講師を招いて、そう

いったことをしておりますが、こういった形を後押しするために、そういった補助の創設

とかをしていただいて、より教育とか、そういった形に促進できるような仕組みがあれば、

よりいいのではないかということで載せさせていただきました。 

 私の方からは、以上です。 

○田中営業部長兼運営部長 それでは、続きまして「４．社会福祉法人との違い」という

ところを御説明させていただきます。 

 私、ライクアカデミーの方で取締役をやらせていただいておりまして、営業部というの

は新規開発の部分、運営部というので、実際に運営するという部分を統括して見させてい

ただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 「４．社会福祉法人との違い」と、題名的に言うと、少し激しい内容にはなってしまっ

ているのですけれども、実際、私どもが新規でいろんなところに待機児童がいるというこ

とで、新しいものを建てようとしたときに、都内に関しましては、そこまでではないので

すけれども、やはり、全国的な視点でものを見ますと、株式会社が新規参入する上で、少

しまだハードルがあるのかなと思っております。 

 その実例の１つとしまして、当然、新規参入する場合は、新規ですので既存園がないと

いう状況なのですが、既存園の有無によって新規参入を確認される、やっていなければや

らさない、でも、初めてなのでやっているはずがないと、こういったジレンマ的なところ

がございまして、できるだけ全国的に待機児童数を見たときに、いろんな地方都市でも、
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そういったところで力を発揮させていただきたいと思っているのですが、そういったとこ

ろが、今、非常に大きくつまずいているというか、なかなか前に進まないところなのかな

と思っています。 

 あとは、保育園というくくりで門戸は開いているのですけれども、保育園ではなくて、

幼稚園を認定こども園の方に切りかえるということしかやられないという前提の都市もあ

りまして、そういったところになりますと、手のつけようもない状態で、事実上、門戸が

開いていないのかなと感じる場合もございますので、そういったところを改善というか、

いい方向に持っていければ、新規に関しても全国的にお手伝いできるのではないかと考え

ております。 

 あとは、税法上の問題、細かい部分は、23ページの方に書かせていただいておりますけ

れども、いろいろ税法上の違いがありまして、申請内容も少し違ったり、会計システムも

少し違ったりしますので、そういったところの統一感を出していただければ、非常に円滑

に運営もできますし、新規開園の方も進めていけるのではないかと、このように考えてい

るというのが、若干違うところですというところの御説明になります。 

○我堂経営管理部長  

では、続いて、保育士の確保についてお話しさせていただきます。 

 こちらについては、ここ数年でかなり改善を頂いているのですけれども、今までだった

ら直接雇用でないと補助金が出ないとか、あと、ある地方の専門学校には、行政の方から、

株式会社には学生を紹介しないようにといったおふれが出ていたというのも事実なのです

けれども、こちらの方は、大分改善していただきまして、派遣スタッフの方を入れていた

だけるようにはなっております。 

 ここの現状について、少しお話しさせていただきたいのですけれども、皆様、余り認知

されていない事実なのですが、求職者側の希望でしたら、毎年毎年派遣で働きたいという

求職者がふえておりまして、私どもは、別に派遣で働いていただいても正社員で働いてい

ただいても事業的にはどちらでも不利になることはないのです。ですので、お伺いするの

ですけれども、年々ふえていまして、現在、７割が派遣で働きたいと希望されております。 

 これは、何でかと言いますと、担任を持ちたくないでしたり、私どもは本当に平均残業

時間9.5時間というようないい条件ではあるので、働きやすい会社ではあるのですけれど

も、多くの保育園では、やはりお遊戯会の前にサービス残業をしないといけないとか、そ

ういったイメージが強くついておりまして、正社員を一回辞められていらっしゃる方が派

遣で働きたいとおっしゃっているのです。 

 それに対して、求人側、私どものような保育事業者に関しては、正社員で雇いたいとい

うニーズの方が強くて、こちらは求人状況によりますと、派遣でも受け入れていいという

のが20％しかないのです。 

 ここのミスマッチがなくなれば、保育士が足りないということはないのではないかと、

私どもの実感では考えております。 
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 ですので、派遣のスタッフ、派遣の保育士というところを推進するような動きがあれば、

保育士の確保というのがやりやすいのかなと考えております。 

 続いて、補助金についてお話をさせていただきたいのですけれども、私ども300か所以上

園をやっている関係で、事務に関してすごく人材を割いておりまして、私ども一般の事業

もやっておりますので、ふつうの事業の売上げに対する事務の人員配置に比べて、保育事

業者はすごく多く入れておかないといけないのです。 

  

なぜかと言いますと、地方自治体によって申請のフォームが違ったりだとか、全く違いま

すので、ジョブローテーションがやりにくいという状況があります。なかなか分業できな

いので、例えば、ある自治体を担当したらずっとその自治体の担当しかできないというこ

ともあって、複写で申請するところもありますし、システムを入れてくれているようなと

ころもありますし、本当にここのところは、私どものような広域でやっているところはな

かなか難しく、本当に保育の事務の人員を厚く入れないといけないので、なかなか収益的

にも難しくなってきていて、参入しにくいところになっております。 

 監査に関しましても、企業会計でいいよと言っていただいてはいるのですけれども、監

査のときに福祉会計のようなキャッシュフローの流れを求められますので、やはり二重で

企業会計と福祉会計と両方入れておかないといけないとなかなか参入しづらいというのと、

監査のときに、今、国税の調査とかでもかなり電子化されていて、請求書とかでも電子の

ものでいいと言われるのですけれども、保育に関しては全て紙で求められるということが

あり、うちも電気料金とか、１つの会社に頼んでいるときに、１つの請求書でいいのです

けれども、園ごとに請求書を出していただいているので、すごく帳票がかさばっていて、

監査対応も大変だという点もございます。 

 こちらも、もし、何か改善の方法があるのであれば、私どものような会社がやりやすく

なるのかなと思っております。 

 続いて、在職証明について、兼本からお願いします。 

○兼本副部長 31ページの在職証明なのですが、先ほど、事務の手間がかかっていること

の一因にもなっているので、例として載せさせていただいたのですけれども、今、補助金

の申請に当たって加算率を算定するのに、過去の在職証明という部分の提出を求められて

おります。 

 その中で、例えば、雇用保険の加入実績とか、そういったもので見ていただいたり、そ

ういう形をとっていただければ軽減されるのではないかなと。 

 あとは、各自治体において、例えば、異動等で他の自治体に行ったときに、新たに提出

を求められたり、そういったことがあるので、情報の一元管理みたいに共有化等を考えて

いただければ、手間も減るのかなということで載せさせていただきました。 

○我堂経営管理部長 ちょっと補足させていただきますと、私どもの人材の会社で保育で

働きたい、保育士になりたいと来られるのですけれども、在職証明を出してくださいとい
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うと、ちょっとそれは面倒くさいのでやめますといって辞退される方もいる状況です。 

○田中営業部長兼運営部長 それでは、最後に事業所内保育というページをつくらせてい

ただいております。 

 こちらにつきましては、現在、企業主導型というところで、かなりの受け皿の方をつけ

られるような環境をつくっていただいたのですけれども、やはり結局、設置される方が、

ほぼほぼ運営会社の方に委託するというような形になっておりまして、実際のところは、

設置業者様が自分のところにパソコンから申請するという形にはなっているのですが、や

はり、運営会社の方に、こういったことが全て下りてきているという現実があります。 

 ですので、そういったところをもう少しうまくすみ分けをしながら、お互いで対応しな

がらというようなスキームになれば、もう少しうまく回るのかなと感じております。 

 あとは、いろいろ処遇改善の部分であったりとか、そういった部分が事業者様の方には

下りてくるのですけれども、私たちのところまでなかなか下りてきづらいというワンクッ

ションあるというところが、なかなか前向きに進みづらいところはあるのかなと考えてい

るという事情になっております。 

 あと、今回、企業主導型が最終申請というような形で、先月末で一旦終わっているので

すけれども、今後、まだすごくやりたいと思っていらっしゃる企業様が、私どもの方にも

いまだに多くの問合わせが来ているような状態で、将来性というか、これからどうなるの

ですかという御質問がかなりの数来ている。どちらにしろ、どちらかの方向になりますよ

ということを明確に説明してあげるタイミングを少しでも早く皆様にお伝えできるような

環境になればなと、１つ思っております。 

 あと、これは少し話がずれるかもしれないのですけれども、実際、町中、特に大手町と

か、このあたりで開設されたいという方が最後の最後まで考えられるのですけれども、最

終的に、子供さんをどうやってそこまで連れてくるのだという問題がありまして、実際、

連れてこられるような環境ではないと。時間的にも、幾らずらしても厳しいというお話が

ありますので、大分踏み込んだ話にはなってしまうかもしれないのですけれども、女性専

用車両があるように、朝、夕方ぐらいに、そういった子供さんを連れられた方が、ちょっ

とゆっくり乗れるような車両の開発とか、そういったところを皆さんで１つになってやれ

るような環境になれば、もう少しこの話も現実味を帯びた、本当に困った親御さんたちに

対する手助けになるのではないかと考えさせていただいたというのが最後のお話になりま

す。 

○我堂経営管理部長 以上です。 

○安念座長 どうもありがとうございました。それでは、少しディスカッションさせてい

ただきたいと思います。 

 御質問、御意見のある方は、どなたからでもどうぞ。 

 森下先生、どうぞ。 

○森下座長代理 資料を見たら、大学の保育所もたくさん出てきており、大阪大学もお世
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話になっておりますが、34ページのところの補助金の話なのですけれども、ここがちょっ

とわかりにくかったのですが、結局どういうふうになっているかという話と、これを改善

するために、後ろを見ると、事務費を直接受託保育事業者に支給するという仕組みを変更

すれば、これは解決すると読めるのですけれども、その理解で合っていますか。 

○我堂経営管理部長 はい。 

○森下座長代理 まず、最初の方の二段階を経るというところをもう少し説明をいただけ

ればと思うのですが。 

○田中営業部長兼運営部長 一応、基本的に事業主と言われるのが、私どもではなくて、

設置事業主、例えば、大阪大学さんであれば、大阪大学さんの方がやられていまして、そ

れの運営委託を私たちが受けてやらせていただいているという状況になります。 

 事実上は、運営の中身は、全て私たちの方がやっているのですけれども、実際、そこで

私たちがやっているというところと、上の方でそのお話を聞かれる、実際にこういった補

助金が出るのです、若しくはこういった保育士さんに対しての補助金が出るのですという

ところが、大阪大学さんの方は、全てそういうところはスムーズにすごく流れているので

すけれども、大きな企業様になりますと、そのお金が、そのまますっと下まで下りてこな

いようなシステムになっておりまして、処遇改善がなかなかうまくいかないところがある

のです。 

○森下座長代理 平たく言うと、どこかでお金が消えているという話。 

○安念座長 そういうことでしょうね。 

○田中営業部長兼運営部長 そうですね。 

○森下座長代理 それは、制度上、それは許されるのですか。 

○田中営業部長兼運営部長 それが、時期的にすっと来れば一番いいのですけれども、実

際、最終的には、時期がずれてくる場合の方がほとんどです。 

○森下座長代理 普通に考えたら、それは法の趣旨と違う気がするね。 

○田中営業部長兼運営部長 そうですね。 

○森下座長代理 それは、直接的に人件費に関してくるようにしてほしいという要望と理

解していいですか。 

○田中営業部長兼運営部長 そうです。 

○森下座長代理 それは、当然と言えば、当然の気がしますね。 

○安念座長 それは、働く以上は、働いたときから払わなければいけないのだから、上か

ら金が下りてきませんと、そういうわけにはいかないですね。 

○田中営業部長兼運営部長 はい。 

○安念座長 それは、仕組みとしてどうなっているのか、ちょっと精査しなければいけま

せんね。そして、もし、そういうタイムラグがあるのなら、それは運営企業さんにとって

は大変不利なことだから、何とか改められるものなら改めなければいけませんね。 

○田中営業部長兼運営部長 はい。 
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○安念座長 どうぞ。 

○森下座長代理 もう一点、19ページ、風営業者が文句を言ってくると、逆に開けないと

いうのが、話がよくわからないというか、そんなばかな話があるのかと思うのだけれども、

そんなことは本当にあるのですか。 

 また、それの解決策で、風営法の改定をどういうふうにすればいいという話なのですか

ね。ここも近隣の住民が文句を言うのはわかるのですけれども、風営法の業者がそこで文

句を言ってくるというのは、かなりあこぎというか、すごいびっくりするような話かなと

聞いていたのですけれども。 

○野間口副部長 すみません。少し御説明が不足しておりまして、風営法に関しましては、

大きくは、風営法が絡む立地の中で、保育園が建てられないということではございません。 

 その中で、風営法の許可を頂いている店舗の方が改修であったり、そういったものをす

る際には、もう公的な福祉施設がありますので、改修であったりとか、そういったものが

できないという制度がございますので、これは、どちらかというと、それを知っていらっ

しゃる風営店舗を経営されている方にとっては、では、老朽化したときに保育園が建った

から、それは改修できないのかとか、そういう問題には、一部なっているという話は聞い

たことがございますので。 

○森下座長代理 脅しに来るということ。 

○野間口副部長 平たく言うと、やはり御意見を頂くということはあるそうなので。 

○森下座長代理 でも盗人猛々しいと言うのですね、世間でふつうは。 

○野間口副部長 あとは、風営法の距離の考え方が、やはり自治体様によって、例えば、

用途地域というところで、商業地域の風営店舗の範囲というのが自治体によっては、商業

地域であれば50メーター、でも、一部の自治体であれば30メーターとか、距離のカウント

の仕方も少しずれがあったりするので、そういったところで、距離のはかり方が様々とい

うのも一部ございます。 

○安念座長 どうぞ。 

○大田議長 今のお話は、飲食店でも何でも風俗営業をやっていると、一度保育所ができ

てしまうと、その後は、改修ができなくなるということですか。 

○野間口副部長 そうですね。おっしゃるとおりです。 

○森下座長代理 何か話が逆転しているね。どう考えてもね。 

○安念座長 役所にとっては逆転なのだけれども、彼らにとっては死活問題。 

○森下座長代理 だけれども、そういう統一化をしても解決しないと思う。これは、やは

り自治体が間に入ってふざけるなという、警察が入ってという話のような気がするのだけ

れども、もう少し警察なりと相談できれば、何か行けそうな気もするけれども、こういう

のは駄目なのかな。 

○大田議長 それを解決している自治体の例はないのですか。 

○野間口副部長 自治体様によっては、やはりお話し相手も、民民のお話になりますので、
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そこに来ていただくということはあって、その場合は、やはり向こう様というか、風営店

舗を経営されている方の一応承諾を頂くという形で開設の方に移らせていただくというの

はございます。 

○大田議長 法律上、そこに保育園ができても改修等はできるという具合に、自治体の条

例か何かで変えているということですか。 

○野間口副部長 いいえ、今、風営法の中では改修はできないという統一ルールになって

おりますので、逆に言うと、そういう中で、例えば、風営法と言いましても、風俗店舗の

中でも、やはりパチンコ屋さんであったりとか、駅前の商業立地というところでは、そう

いったところも風営店舗にかかってきますので、パチンコ店だと改修であったりとか、そ

ういうのがございますので、そういったところの弊害が一部あるというところです。 

 それで、立地のところで、やはり駅前というのは、先ほど田中からもあったように、子

供をお預けして勤務されるという方が趣旨になっておりますので、そういったところでは

駅前に近い立地での保育を希望されるという声はございます。 

○安念座長 だから、議長がおっしゃりたいのは、法律上で何か、保育所の開設に支障が

あるのかと、それはないです。いや、ないのだけれども、事実としては、結構こわもての

人が来るので、そのときは別に法律上承諾を得なければいけない筋合いは何もないのだけ

れども。 

○大田議長 ただ、風俗営業をそこでやっていて、そこに保育所がたまたまできてしまっ

たら、もう改修はできないとなると業者の方も困るわけですね。 

○安念座長 だから来るのです。だからねじ込んでくるわけです。 

○大田議長 でも、一切改修できないとなると。 

○安念座長 いや、しかし風営法というのは、そういうふうに昔からできているのです。

それは、今に始まったことではないのです。もしも、そこら中に保育所とか、児童福祉施

設とか、学校とかが均等にあったとします。そうしたら、どこにも風俗店は、新規に開設

できないわけです。それよりは、まだいいだろうと、既存のものは許してやっているだけ

なのだというのが風営法の基本的なたてつけになっているのです。 

 だけれども、今おっしゃったような話は、法の外の話です。外というと、何かアウトロ

ーぽい言い方だけれども、事実としては、子供さんも預かっている以上は、円滑、円満に

やらなければいけないから、いろいろ配慮にしなければならないことがあるという苦労話

をおっしゃっているわけですね。 

○野間口副部長 そうです。やはり、近隣様の対応であったりというのは、こういう事実

として、そういう対応をしながら、先ほど、その前の段階のスケジュールの問題であった

り、そのスケジュールの中で開設をしていかなければいけないというところがあるという

御説明でした。説明不足で申し訳ございません。 

○安念座長 それは、事実の問題としては、それはよくわかりますよ。 

 どうぞ。 
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○八代委員 20ページで、先ほど教育サービスの向上というところがあったのですが、こ

れは、例えば、東京都の認証保育所であれば、質の高い教育を提供して、それに見合った

対価を利用者から受け取るということが、現に行われているわけですね。 

 これを補助金を出せというのは、ちょっと無理があって、むしろ基礎的な保育サービス

に自治体はちゃんとお金を出すと。プラスアルファーは、やはり自己負担でやるというの

が筋だと思うのですが、認可では、そういう考え方が認められないからということですね。 

○兼本副部長 そうですね。 

○八代委員 だけれども、非常に極端な例を言えば、保育所の隣に、そういう教育サービ

スのものがあって、そこに通えばいいわけですから、それは経済学で言えば、混合という

言い方をするのですが、いわば混合教育ですね。何とかそれを認めてもらうという方向で

要求する方が筋ではないかなと思うのですけれども、現にそういうことを認めている、自

治体はそうすると、教育を受けられる子供と、そうではない子供が不公平だと、同じとこ

ろでやればと言うのですが、そういうことをしている例は、オプションとしてはないので

すか。認証などでやっていて、特に弊害はないという事実を持っておられたら教えていた

だければと思います。 

○兼本副部長 今、私どもでも、そういったいろんな教育であったり、体操だったり、そ

ういった形のサービスというのは提供しているのですけれども、やはり、今後、指針の改

定で教育職という部分を、幼児教育にもう少し特化してという部分がございますので、そ

この中で、そのサービスを提供するところと、提供しないところという部分が出てくるの

ではないかという考えを持っていて、こういった制度ができれば、要は平均的にというか、

そういう形で実施ができていくのではないかということで載せさせていただきました。 

○八代委員 逆に自治体から見れば、あるところは教育して、あるところはしなかったら、

自治体としては、そっちの方がハードルが高いですね。住民から不公平だと言われたとき

に、だから、そこはやはり追加的な自己負担という考え方でないと。 

 もう一つは、最近、保育士さんが自分の子供を育てるために保育士を辞めなければいけ

ないという問題があると。だから、優先的に保育士の子供を優先的に保育所でというよう

な話もあるのですが、何で保育士さんの子供を保育士さんが働いている保育所で受け入れ

てはいけないのか、これは何か規則でもルールでもあるのですか。 

○兼本副部長 そうですね。認可保育園につきましては、入所者ということは、自治体の

方で決められるという形なので、事業者側で、そちらのこの人を入れたいということはで

きないと。 

 逆に認証とかであれば、そういった形ができるのですけれども、今、私どもの方で都内

に５か所認証を持っておりまして、やはり、そこの場所等の兼ね合いから、なかなかマッ

チしないというところもございます。 

○八代委員 いや、マッチしないというか、事業者の判断というより、自治体のルールと

して、そこで働いている保育士の子供は絶対に受け入れないという何か根拠があるのでし
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ょうか、それとも受け入れている例はないのでしょうか。 

○兼本副部長 受け入れている例はあるとは思います。 

○八代委員 ただ、一般的に、常識的にそれはしないと、暗黙のルールだということです

か。 

○兼本副部長 そこもポイントとかで決まってくるとは思うのですけれども。 

○我堂経営管理部長 私たちが決められない。 

○田中営業部長兼運営部長 私たちには決定権がない。 

○八代委員 いやいや、そうなのですけれども、そういうことを要望されるというか、そ

うしたら、保育士の不足はある程度、かなり改善すると思うのですけれども、だから、派

遣を希望するというケースも、派遣ならそれが関係ないとか、そういう違いはないのです

か。 

○我堂経営管理部長 派遣であっても、そこの園に預けられるとは限らないので。 

○八代委員 限らないですけれども、もちろん預けてもいいと、預けてはいけないという

規則はないということですね。 

○我堂経営管理部長 はい。 

○八代委員 むしろ池本さんにお聞きしたいのですけれども。 

○池本専門委員 保育士が自分の子供を預けられないという問題ですね。ただ、そこは余

り詳しくないのですけれども、ただ、仕事として向かうのと、自分の子供がいるという空

間というのはなかなか難しい。仕切りができないとか、自分の子供だけよくしてしまうの

ではないかとか、そういうことがあって慣習で避けられているのか、そこは海外では、確

かに自分の子供を見ながらというのを見たことがあるので。 

○八代委員 大学はそんな規制はないですからね。安念先生の子供を受け入れたってかま

わないわけで。 

○安念座長 いいと言えばいいのだけれども、いずれにせよ、保育士さんがコンフォータ

ブルに働けるような環境を整備するというのは極めて重要なことで、今の点もあるし、そ

れから、先ほど御指摘があった求職側と求人側で働き方の対応に非常に大きな断絶がある

というのは、私はほとんどショックを受けましたけれども、確かにおっしゃるように、あ

のミスマッチを埋めていくことができると、相当問題の改善に貢献しそうなのですが、ど

うしたらいいとお考えになりますか。完全にミスマッチがなくなるとは思わないけれども、

ちょっと今はすさまじいですね。 

○我堂経営管理部長 そうなのです。やはり、派遣の方がお給料が高いとか、そういうイ

メージがすごく高くて。 

○安念座長 そういうものなのですか。 

○我堂経営管理部長 はい。実際にそうなのです。よくマスコミとかだと、派遣はお給料

が低くてというようなことがよく言われるのですけれども、これは私の実際の例で、サー

ビス業の派遣でずっとやってきましたので、私が26歳のときに、年収が派遣スタッフの方
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が全然高かったという実例もございます。 

○安念座長 保育士さんの世界では、派遣の方が傾向的に賃金が高そうだということは、

よく知られている話なのですか。 

○我堂経営管理部長 お給料自体は正社員と同じかちょっと上だったりするのです。ただ、

それプラス派遣会社へのフィーといいますか、それも発生するので、事業者側の負担とし

ては直接雇用よりは大きくなるのです。 

○安念座長 それはそうですね。 

○我堂経営管理部長 というので、でも、実際に派遣で働いていただいている方が、ずっ

と定着していただくと、ずっと新規の採用コストというのがかからないので、トータル的

な人件費というのが下がるのです。それが理解できている事業者さんというのは、ふつう

の一般の企業さんとかは理解されているので派遣をよく使っているのですけれども、保育

とか、私ども2013年に介護を始めたときもそうだったのですけれども、そこの理解がされ

ていない業界だと、なかなか派遣が普及しない。介護がやっと派遣をかなり入れるように

なってきたのですけれども、トータルコストとして派遣で入れて、ちゃんと定着させた方

が、直接雇用で入れてばんばん辞めて、採用コストがかかるよりは安いというのが、まだ、

保育は認知されていないのかなというのがあります。 

○安念座長 どうぞ。 

○大田議長 派遣保育士の採用に対して人件費補助の増額を、ということですか。 

○我堂経営管理部長 そういう方法もあるでしょうし、何らかのマイナスイメージを払拭

するようなものがあればいい。私どもも何がいいかというのは、なかなか難しいのですけ

れども、即効性があるのは、それなのかなと。 

○大田議長 現在は、正社員と派遣で制度上の違いは何もないわけですね。 

○我堂経営管理部長 はい。自治体にもよるのですけれども、まだ派遣は出してもらえな

いというようなところもあるのですけれども。 

○大田議長 派遣だと補助が出ないところもあるのですか。 

○我堂経営管理部長 直接雇用でないと補助金が出ないという文言が入っている自治体も

あるのです。 

 派遣だと、直接雇用ではないので。 

○安念座長 それはそうです。これは、しかし、世間では余り気づかれていない論点では

ないですかね。 

○我堂経営管理部長 派遣の保育士さんが、そんなレベルが低いかというと、全然そうで

はなくて、家庭の事情で働けないとか、あと、やはり、モンスターペアレントとかが問題

になっている中で、担任はやるだけの気力がないとか、そういう方も子供がすごく好きで、

保育のレベルはすごく高いのです。マネージャークラスでなければ、すごく優秀な方で、

そういう人たちを活用しないというのもどうなのだろうというのがあって、私どもの園で

は、そういった方々も入れているので、新規開園も他社さんに比べて多くさせていただけ
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るような状態にはなっているのですけれども。 

○安念座長 どうぞ。 

○大田議長 設置基準のところで、避難用の階段が２か所２方向必要とか、こういう規定

は自治体によってかなり違うのですか。 

○安念座長 どうですか、避難階段は大体。 

○野間口副部長 そうですね。児童福祉の設置基準は、全国統一ルールでございますので、

あとは、ここに書かせていただいた一例として、一部の自治体では更に安全性を確保する

ためにとか、細かいところで設備をこういうふうにしてほしいという、それは、こうしな

さいというよりも望ましいであったりとかはあるのですが、そういった形で、地方によっ

ては少し違いが出ているという形です。ただ、基本的な児童福祉法にのっとった設備基準

は、全国統一でルールとしてございますので。 

○大田議長 ここに「各自治体が、『２か所２方向避難』の原則等、より具体的な規制を

定めている」とお書きになっているのですが、これは、２か所２方向と定めている自治体

もあれば、そうではないところもあるということですね。 

○野間口副部長 そうですね。児童福祉の部分と、当然建築基準であったり、消防の基準

がございますので、それにプラスアルファーで、建築基準上は問題ないのですけれども、

保育として、もう一方避難路を設けなさいとかというのは指摘としてある場合がございま

す。 

○安念座長 よろしゅうございますか。 

○大田議長 はい。 

○安念座長 どうぞ。 

○池本専門委員 細かな質問というか、31ページの在職証明書というのは、補助金の申請

というのはどういうことですか。 

○兼本副部長 処遇改善の加算率というものの算定に使われたり、そのほかに施設長の要

件を満たしているか、その確認とか、そういったもので保育士が入りましたら、過去在籍

していたところの在職証明を全て集めて、その人が何年の経験があるのかという部分を。 

○大田議長 そういうことですか。 

○兼本副部長 そうです。それが異動等で自治体をまたぐと、また必要になったり、あと

は、保育士によっては、過去に働いていたところに連絡をしたくないというような話もよ

くありますので、実際の経験年数と率の部分の乖離が出てきているのではないかという部

分で。 

○大田議長 わかりました。 

○安念座長 事業者さんが自治体に補助金をくれと言って出すときの書類の話ですね。 

○兼本副部長 そうです。 

○安念座長 ありそうなことですね。よろしいですか。 

 時間を過ぎてしまい申し訳ありません。きょうは、なるほど、こういうこともあるのか
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という非常に目を見開かせていただくような御教示を頂きまして、本当にどうもありがと

うございました。我々も少しでも制度をよい方にしていきたいと思っておりますので、今

後とも御教示を賜りますようにお願いをいたします。 

 きょうは、どうもお忙しいところありがとうございました。 

（ライク株式会社、ライクアカデミー株式会社退室） 

○安念座長 それでは、最後に事務局から何かあれば、お願いいたします。 

○佐藤参事官 次回のワーキングの日程につきましては、追って事務局から御案内させて

いただきます。 

○安念座長 それでは、本日は、これにて会議を終了いたします。お忙しい中、ありがと

うございました。 


